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1.1 スラバヤ市の概要 1 

 
スラバヤ市は約 300 万人を擁するインドネシア第二の都市であり、東ジャワ州の州都

でもある。同市はブランタス川河口に位置し、31 の小区域と 160 の町で構成されている。

熱帯気候で、雨季（11～5 月）と乾季（6～10 月）があり、年間平均降水量は 1,500 mm 
である。ジャワ島の北東に位置し、国内外を結ぶ陸・海・空のネットワークの要所となっ

ている。首都ジャカルタから飛行機で 1 時間程度、東南アジアの都市からも数時間内で移

動できる。ジュアンダ国際空港とタンジュン・ペラ港を擁しており、これらの「港」は、

乗客だけでなく、商品の輸送にとっても東ジャワ州の重要なゲートウェイとなっている。

多くのオフィスやビジネスセンターも存在し、インドネシアの学生にとっても教育のハブ

となっている。 
スラバヤ市は東京からは、赤道を跨ぎ 5,700 ㎞ほどの距離にある。南緯 7 度 21 分、東

経 112 度 45 分に位置し殆どが海抜 3～6ｍの平地で市の面積は 290k ㎡である。ジャワ島

第 2 の大河ブランタス川（全長 314 ㎞）の支流マス川(Kali Mas)が市の中心を蛇行しなが

ら貫き、北部のタンジュン・ペラクに至っている。 
スラバヤ市の中心トゥンジュンガン(Tunjungan)から主に南にかけてオフィス、ホテル、

ショッピング街が拓け、商業流通の中心となっている。郊外のパスルアンやモジョクルト

には日本の進出企業が工場を構える工業団地もあり、市の西方の湿地帯にはエビや魚の養

殖場、塩田がつくられている。市の北部にはマドゥーラ島が防波堤の役をなす良港タンジ

ュン・ペラ港があり、内外航路の大型貨物船、国内航路の客船が接岸する岸壁やコンテナ

ヤードを備えている他、造船所や製粉所等の工場がある。同港の東部には、東部艦隊司令

部が、西部には海軍士官学校が設置されている。市の郊外南約 15 ㎞、市の中心から車で

約 40 分のところに、空の玄関口であるジュアンダ(Juanda)国際空港がある。 
市の南方は山岳地帯で、晴天の日には市内からも美しい山並みを見ることができる。最

も手前の富士に似た美しい山はプナングガン(Penanggungan)山と呼ばれ、この地にヒン

ドゥー・仏教が栄えた頃須弥山に例えられ、その中腹には夥しい数の遺跡が残されている。 
スラバヤ市の人口密度は 1 km2 当り 8,500 人程度あり、都市化が進んでいる。人口増

加率は年間 0.65％で、特に市の中心部に人口が集中している。近郊から通勤する人が増え、

昼間人口は 500 万人、周辺地域も含めた都市圏人口は約 900 万人にも及ぶと言われてい

る。 
 スラバヤ市の2008 年のGDPは22 億ドルで6.3％の増加率を示しており、国の値（6.1％） 
を上回っている。その主なものは、商業、ホテル、レストラン（計 36％）、産業（32％）

であり、他には交通、通信、建築、金融サービス、サービスの分野がある。主な雇用の分

                                                   
1 参考：在スラバヤ日本国総領事館 東ジャワ州・スラバヤ市の概況(平成２６年５月現在) 

http://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/j/consulate/outline.html 
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野は、商業、ホテル、レストラン（42％）、地域社会及び個人サービス（21％）、産業（15％） 
である。 
また、スラバヤ市は 2011 年にアディプラ（Adipura） 賞 2や ASEAN 環境的に持続可

能な都市賞（Environment Sustainable City Award）を受賞する等、環境に配慮したまち

づくりに積極的な都市として知られている。 
 
 

  

                                                   
2 アディプラ（Adipura） 賞： 1986 年から内務省が管掌する表彰制度で環境に配慮した都市つくりの

都市に与えられる顕彰。 
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1.2 インドネシア国政府の温室効果ガス排出削減方針 

 
経済成長の著しいインドネシアにおける温室効果ガス排出量は増加傾向にあり、このま

まで行くと、2020 年までに特に土地利用、土地利用変化及び林業分野並びにエネルギー

分野において排出量が著しく増加することが見込まれている（下図）。この対策として、イ

ンドネシアは 2009 年に気候変動緩和行動計画（RAN-GRK）を作成し、経済成長を抑制

せずに、2020 年までに自助努力で 26％、国際支援を受けて 41％の排出量を削減する目標

を打ち出している。 
 

 
図 インドネシアの分野別 GHG 排出量の推移及び将来予測 

 

1.3 温室効果ガス排出削減に向けたスラバヤ市の取組と課題 

 
RAN-GRK は、州レベルでも行動計画（RAD-GRK）を立てることを義務づけており、

スラバヤ市のある東ジャワ州も 2012 年に行動計画（No. 67/2012）を発表している。2010 
年の東ジャワ州の温室効果ガス排出量は、約 7,500 万 t-CO2 換算で、その内訳は、エネ

ルギーが 62％、交通が 15％、農業が 14％、廃棄物管理が 5％、産業が 2％、林業が 2％
となっている。東ジャワ州の排出量の約 8 割を占める燃料の燃焼部門からの排出量を

2020 年までに約 5％（620 万 t-CO2 換算）削減するために、省エネや交通インフラの整

備・改善等の 13 項目を緩和の行動として示している。廃棄物分野においても、3R（リデ

ュース、リユーズ、リサイクル）の促進等を通じ、1.5％（約 180 万 t-CO2 換算）の削減

を目指している。 
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RAN-GRK 並びに東ジャワ州の RAD-GRK を受けて、スラバヤ市の開発計画局

（BAPPEKO）とスラバヤ工科大学は、共同で「Grand Design Compilation Report on 
Reduction of Greenhouse Gas Emission in Surabaya Municipality」を 2013 年 11 月に

作成した。この報告においては、低炭素化に向けた計画を検討する際には、地域の長期的

発展計画（RJPPD） や州／自治体の土地利用計画（RTRWP/K） といった既存の計画に

沿うこと、国・州・都市間の行政の権限を明確にすること、都市の RAD-GRK は都市の

優先課題を取り扱うこと、といった基本的な考え方が整理されている。更には、分野別の

緩和策と担当部局に関する情報の整理や、温室効果ガスインベントリの試作が行われてい

る。 
 今後、スラバヤ市の低炭素化計画も上記の報告に則り検討されることが考えられる。ス

ラバヤ市はこれと併行し、グリーン都市の構築を目指し、8 分野の取組から成るグリーン

都市マスタープラン（Green City Master Plan）を作成している。8 つの観点からグリー

ンシティの推進がうたわれているが、特に GBAA の取組について、具体的な連携が進めら

れている。 
この取組は、公共事業省（Ministry of Public Works）が 2011 年に打ち出した P2KH 

(Program Pengembangan Kota Hijau – Green City Development Program)の一環とし

て 2013 年にスラバヤ市で開始された。対象建築物は床面積が 2,500m2 あるいは 4 階建

ての既存の商業施設と行政の建物に限定している。2014 年には、グリーン建築啓蒙賞

（Green building awareness award, GBAA）が開始された。これは、事業者向けセミナ

ー等を通じて「Green building」の概念について理解を促し、参加者を募集し、評価をす

るという取組である。省エネの評価は、自己分析と専門家による立ち入り調査で行われ、

優れた省エネを実現した事業者は表彰される。この取組により、大規模な建物のみならず、

なかなか対策の進まない中小企業の建物の省エネ促進が期待される。本制度は、来年度か

ら Cipta Karya に管轄が移り、「Green building」に関する条例化の検討が行われる予定

である（詳細は、第 4 章を参照のこと）。 
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1.4 スラバヤ市と北九州市の協力関係 

スラバヤ市と北九州市は 10 年以上の協力関係を維持しており、これを受け、両市は

2012 年 11 月に環境姉妹都市提携に合意し、引き続き、多くの協力事業を実施している（下

図、次ページ表）。 
スラバヤ市と北九州市との都市間の連携の発端は、「アジア環境協力都市ネットワーク」

（1997 年～）、「北九州市イニシアティブ・ネットワーク」（2000 年～）等にスラバヤ市職

員が参加したことなどがきっかけである。そこから、環境保全の人材研修への招聘（2003
年～）、廃棄物適正処理調査（JBIC、2002 年）等に徐々に展開してきている。スラバヤ市

の市長は、以前、市の環境部長を務めていた経験があり、北九州市との連携も、その中で

推進されてきた。本事業は、この両市の協力関係をベースとしていることが特徴の一つで

ある。 
具体的に、両市の協力関係により様々なプロジェクトが実施されており、2004 年に開

始したコンポスト化の取組の普及事業は市内に浸透し、廃棄物量の約 3 割削減につながり、

まち美化・緑化に貢献するなど、大きな成果をあげた。水分野でも品質管理の能力向上支

援（2007～2008 年）や JICA の排水処理支援プロジェクト（2011～2013 年）、エネルギ

ー分野でも日本国経済産業省と進めている工業団地 SIER におけるコジェネレーション

（熱電供給）システムの検討等が行われている。 

 
図 スラバヤ市と北九州市の協力関係の経緯 
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表 北九州市とスラバヤ市との既存の協力事業 3 

区分 事業名 参加企業等 概要 

ビジネ

ス 

エネルギ

ー 

工業団地での

スマートグリッ

ド 

新日鉄住金エ

ンジニアリン

グ㈱、富士電

機㈱、㈱NTT 

データ経営研

究所 

【東田スマートコミュニティ事業海外展開事例】 

スラバヤ市の工業団地では、電力の不安定な

供給により、安定的な生産に支障をきたして

いる。そのため、コジェネレーションを中核とし

た低炭素型エネルギー供給事業によるFS 調

査を実施中。 

●METI/ｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑ輸出/H23～24 年度 

ビジネ

ス 

廃棄物

処理 

廃棄物の中間 

処理事業 

㈱西原商事、

㈱Ｎ ＴＴ デー

タ経営研究所 

【市内中小企業による海外展開モデル事例】 

劣悪な労働環境で廃棄物からプラスチックや

金属等の有価物を回収して生計を立てている

ウェストピッカーと協働で廃棄物の中間処理を

行い、有価物やコンポストを販売する事業を

検討中。 

●JICA/ＯＤＡを活用した海外展開支援事業

/H24年度 

公共

事業 

下水処

理 

下水処理施設

整備計画策定

事業 

北九州市アジ

ア低炭素化セ

ンター低炭素

化センター 

スラバヤ市では下水道が未整備で、生活排水

は腐敗槽（セプティクタンク）によるかに処理ま

たは未処理のまま川に放流されている。その

ため、長期的には集中型の下水道整備、短・

中期的には浄化槽による分散処理も含めた

整備計画策定を推進。 

ビジネ

ス 

水供給 飲料水供給事

業 

㈱いしかわエ

ンジニアリン

グ 

スラバヤ市の水道水は水源である河川の汚

染や配水管の老朽化等により一般に引用に

適していないため、独自の浄水技術で水道水

を浄化し、生協のネットワークを通じて安全・

安心・安価な飲料水の販売を目指す。 

 

  

                                                   
3 参考：平成 26 年度版「北九州市の環境」 
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1.5 事業の目的と概要 

 
本事業は、過去２ヵ年間実施してきた調査の３ヵ年目にあたる。2013 年度には、エネル

ギー、交通、廃棄物、水資源の各分野における JCM 案件組成に向けた活動を実施した。

その結果、事業としての実現可能性が高く、CO2 排出削減に関わる費用対効果の高い分野

として、エネルギーと廃棄物の 2 つの分野を抽出した。 
本年度の事業においては、過去 2 年間の成果を踏まえ、JCM 対象プロジェクトの面的

展開を図るべく、既に事業化が近付いているプロジェクトについては効率的に具体的な事

業化を図り、JCM のメリットや効果を具体化する。また、そうしたメリットや効果を活か

し、次々と類似案件を生み出していく基盤となる仕組みづくりを目指す。このことで、エ

ネルギー分野と廃棄物分野を中心に、スラバヤ市低炭素化、さらには、JCM 設備補助等に

向けた具体的事業につながる案件形成の活動を実施する。 
 

 
図 分野ごとの検討の展開状況 

 
 
 

 

交通分野

エネルギー分野

水資源分野

廃棄物分野

エネルギー分野

廃棄物分野

ス
ラ
バ
ヤ
市
ま
る
ご
と
低
炭
素
化

2013年度 2014年度 2015年度

○事業の実現可能性が高い分野
○CO2排出削減に関わる費用対効

果の高い分野

絞り込み

エネルギー分野

廃棄物分野

事業の実現
面的展開の仕組みづくり

規模拡大
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第２章 

エネルギー分野 

「ビル、工業団地等の省エネ・分散型電源導入推進」 
  

株式会社ＮＴＴデータ経営研究所 
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2.1 案件形成可能性調査の目的と実施体制 

2.1.1 事業の概要（目的と対象分野） 

 

本事業では、北九州市の公害克服、環境管理、市街化区域や道路交通網の整備、住宅供

給、産業誘致、緑地保全、防災・減災等の取組を通じて蓄積されたノウハウを活用し、経

済成長著しく急激な都市化の進行しているスラバヤ市をはじめとするアジア都市の持続可

能な発展に資する取組とする。 
 

（１） 既存プロジェクトの事業化推進 

エネルギー分野では、過去 2 年間、工業団地を対象とした“低炭素型電源である熱電併

給（コジェネレーション）システムの導入”活動及びビル等の建物を対象とした“分散型

電源の導入及び省エネの推進”活動を行ってきた。活動の結果、ホテルへのミニコジェネ

レーションシステムの導入や商業施設におけるチラーの高効率機器への入替えについては、

事業化が具体的に進行している。 
JCM に対する認知度の一層の向上のためには、実際に省エネ設備等を導入し、省エネ効

果を実感することのできる先行モデルを構築し、その効果を幅広くアピールすることが重

要である。こうした観点から、その早期の事業化を図るため、引き続き、ビルオーナー、

分散型電源や省エネ設備導入日系企業、関連行政機関等のステークホルダーとの協議を実

施した。また、省エネ設備の導入等の事業化が実現したプロジェクトについては、その効

果や成果を積極的に公表できるよう、ステークホルダーとの調整を図る。 
さらに、中長期的な観点から事業化を図る工業団地への熱電併給システムの導入プロジ

ェクトについても、引き続き、事業化に向けた制度面の調査・調整、ステークホルダーと

の調整等を行う。 
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（２） 面的展開を図るための活動 

新たな JCM 適用プロジェクトの組成、既存プロジェクトの面的展開を図ることを目的

として、以下の 3 つの活動を実施する。 
 

① 不動産会社を対象とした面的展開 

経済成長が続くインドネシアでは、複数のビルを所有したり、一定の街区開発を推進し

たりする不動産会社が育っている。例えば、スラバヤ最大規模のショッピングモールを経

営する不動産会社（A グループ）は、ショッピングモールの他、オフィスビルやホテルを

スラバヤのみならずジャカルタにも所有している。さらに、同社は同社の名前を冠した大

規模な街区開発（街区内には学校、ショッピングモール、住居、オフィスビル等が複合的

に整備）をスラバヤで推進している。こうした大手不動産会社が所有するビル等において

JCM を活用した省エネ設備更新事業等を実施し、その効果を経営層にアピールすることが

できれば、同社が保有するその他のビル等への面的展開が可能となる。 
そこで、過去 2 年間の活動でチャネルを構築した大手不動産会社（A グループ）の経営

層を対象に JCM 制度のメリットをアピールし、上述の既存プロジェクトの面的展開を図

った。また、北九州市・スラバヤ市のパートナーシップのもと、スラバヤ市内で活動する、

チャネルを構築できていない他の大手不動産会社の発掘・チャネル構築を図り、更なる面

的展開の基盤を構築する。 
 

② チェーン展開ホテル等を対象とした面的展開 

ジャカルタ、スラバヤ等の大都市では、多くのホテルが整備され、経済発展とともにさ

らに増加の様相を呈している。ホテルの中には、国際的なチェーン展開を図っているホテ

ルも少なくない。国際展開を図っているホテルチェーンでは、インドネシア国内規制の順

守だけでなく、国際的なレベルから自主基準を定め、節水対策や省エネ対策を進めている

場合がある。 
そこで、過去 2 年間の活動でチャンネルを構築した国際的なチェーン展開を図っている

ホテル（ホテル E、ホテル F 等）を対象に JCM 制度のメリットをアピールし、既存プロ

ジェクトの面的展開を図る。また、北九州市・スラバヤ市のパートナーシップのもと、ス

ラバヤ市内で活動する、チャネルを構築できていない大手ホテルチェーン（例えば、ホテ

ル D 等）の発掘・チャネル構築を図り、更なる面的展開の基盤を構築する。 
 

③ グリーン建築啓蒙賞（Green building awareness award, GBAA）と連携した面的展開 

スラバヤ市は、インドネシアにおける最先端のグリーンシティを目指しており、これま

でも低炭素化に向けた様々な取り組みを行ってきた。例えば、市庁舎等における照明の間

引き利用や高効率照明への切り替え、街路灯の LED 化等の活動が行われている。また、

市内最大の工業団地 SIER においては、経済産業省の委託事業として、コージェネレーシ

ョンを利用した熱電併給サービスの事業可能性評価が行われた。このように、低炭素化に
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向けた活動は数多く行われているものの、これらの取り組みは実験的、かつ個別の取り組

みに留まっており、恒常的に CO2 排出削減につながるプロジェクトを生み出していくた

めのシステマティックな仕掛けづくりが求められている。こうしたシステマティックな仕

組みとして、スラバヤ市ではグリーンビルディング制度の市内への普及につとめている。

現在、スラバヤ市ではグリーンビルディングの普及・拡大に向けた啓蒙活動として、GBAA
を行っている。この GBAA における技術基準に JCM と連携した CO2 排出削減の考え方

を取り入れるなど、グリーン建築と JCM を連動させるための技術的な検討や仕組みづく

りを行う。 
 

 

2.1.2 適用技術と関連法制度 

 

＜適用技術＞ 

本事業における適用技術のイメージは下図である。今年度は、昨年度までの調査で整理

された各種の技術を、ホテル、オフィスビル、商業施設等に展開することをめざす。 
 

 

 ■適用技術の候補 

  ・コージェネレーションシステム 

 ・高効率空調 

 ・LED照明 等 

 

本事業の対象分野であるエネルギー分野では、オフィスビルやショッピングモールに対

しては空調と BEMS（ビル・エネルギー管理システム）、ホテルに対しては熱電供給（コ
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ジェネレーション）及び吸収式冷凍機のパッケージシステム、さらに他のホテルについて

は LED 照明等の技術の適用を行う。 
熱電供給は日本国内で 30 年以上の技術の蓄積があり、総合エネルギー効率は 90％弱ま

で達し、遠隔操作によるトラブル管理サービス等のきめ細かいサービスが他との差別化要

素となっている。空調は、圧縮機やポンプ等のインバータ化による設備の高効率化や空調

負荷の最適台数制御技術が強みとなっている。また、LED 照明は技術開発で日本が先行し

ており、LED パッケージや材料・装置において高い世界シェアを確保している。BEMS
は今や国内の多くの大規模ビルに標準的に整備され、高度な制御技術や運用ノウハウが蓄

積されており、地域エネルギー管理システム（CEMS）との連携や統合制御技術の開発も

進んでいる。 
今年度は、既存プロジェクトの事業化推進及び、面的展開を図るための活動として、以

下の方法により、業務を遂行する。 

 

 

＜関連法制度＞ 

（１）プロジェクト許認可取得 

以下では、コージェネレーションシステムに関する許認可について、例示的に記載する。 

 

スラバヤ市開発計画局において関係部局（開発計画局、環境局、居住・都市計画局、コ

ミュニケーション情報局、法務局、東ジャワ州エネルギー鉱物資源局）を集めた会議を実

施し、必要となる許認可の確認、および手続きの方法について確認を行った。その結果、

下記の見解が得られた。 

 

（必要となる許認可） 

①UKL/UPL（Upaya Pengelolaan Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan：環境監視/

管理方法） 

環境局に申請し、承認を受けることが必要である。 

 

②IMB (Izin Mendirikan Bangunan：建築許可) 

着工までに当局に申請し、許可を取得する必要がある。IMB に付属する建築図面には、

隣地境界線からの離隔距離を示すラインが書かれており、コージェネレーション設備の防

音壁等を設計する上でのガイドラインとなる。 

 

③IO (Izin Operasi, 自家発電設備の運転許可 ESDM 省令 2013年 35号) 

コミュニケーション情報局に申請し、許可を取得する必要がある。上記①UKL/UPL承認

後、申請する。取得に要する期間は３ヶ月程度。本手続きは、設備導入に関して合意に至
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った段階で開始する。 

 
（２）計測機器の校正について 

JCM プロジェクトを実施する際には、モニタリングが求められることになるが、その際、

計測機器の校正については、検討を行っておく必要がある。 

計測機器の校正について、インドネシアにおいて上記の技術を導入し、その CO2 削減

効果を把握するということを前提に、その測定の正確性を担保する要件に関する調査を

実施した。 

本事業においては、最終的に CO2排出量を算定するための計測を実施することとなる。

そのために、消費電力量、ガス消費量、温度、冷水の流量等の計測を実施することが求

められる。 

ここで、日本の環境省が公表している資料 1によれば、インドネシアには、「インドネ

シアには環境計量の認定制度（測定値が正しいことを公的に証明する制度）がない。そ

のため、地方自治体の環境局等が違反者を発見して裁判所に提訴しても、工場等が排出

基準を上回る汚濁物質を排出していること（環境局等の測定値が正しいこと）を証明す

る手段がない。… 違反者への対応は、警告書の送付にとどまっている。」という記述が

ある。 

また、独立行政法人産業技術総合研究所が公表している資料 2によれば、インドネシア

において「法定計量は、主に経済省傘下の国家計量局（Directorate of Metrology, DOM）

とその地方支所が担当している。大部分の国家計測標準は科学省傘下の計測標準研究セ

ンター（KIM-LIPI）が維持している。国土と人口の規模の大きさから、型式承認や特に

地方における検定制度がまだ十分に機能していない様子。また電力量計など、DoM自身が

十分な試験設備と技術を有していない分野もある。」という記述がある。 

さらに、独立行政法人国政協力機構（JICA）の公表している資料 3によれば、「インド

ネシアにおいては、現行計量法において検定対象と定められている計量器のうち実際に

検定が行われている割合（捕捉率）は、試算によれば 5 割を越す程度であり、現行計量

法の実施強化を図る必要がある。」という記述がある。 

以上から判断すると、CO２排出量のための計測に関する計測標準やそのセンサー機器

類の校正に関するインドネシア国内の計量体系は、十分に整っていないと考えられる。 

 

従って、本事業においては、現実的には、現段階では日本において調達可能なセンサ

                                                   
1 環境省 HP「インドネシアにおける法制度の整備・執行」

https://www.env.go.jp/air/tech/ine/asia/indonesia/files/law/files/law.pdf 
2 産業技術総合研究所 講演資料「APLMF 法定計量研修から見た海外計量事情(2008 年)」

https://www.nmij.jp/~nmijclub/hoteikeiryo/docimgs/matsumoto_20081001.pdf 
3 JICA「海外経済協力基金プレスリリース」

http://www.jica.go.jp/press/archives/jbic/japanese/base/release/oecf/1998/A17/0128-j.html 
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ー機器類を活用し、それらのメーカーが国内標準、国際標準等に準拠して検定を実施す

るなどの基準に則ってセンサー機器類による計測の正確性を担保することとなる。また、

同様の基準に則って、機器類の校正を実施することとする。 

 

 

2.1.3 実施体制 

 

本事業は、北九州市とスラバヤ市の都市間連携に基いて、次のような実施体制で行った。 

 

 

  

スラバヤ市北九州市

・・・・・・

北九州・スラバヤ連携体制

BAPPEKO

NTTデータ経営研究所

ﾒｰｶ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ会社

○個別案件の
具体化

公益財団法人地球環境戦略研究所
北九州アーバンセンター（IGES）

①不動産（オーナー）企業への横展開
②チェーン展開ホテル等への横展開
③グリーンビルディング認証制度と連携した展開

①法制度等の検討および経済性の簡易評価
②各ステークホルダとの協議

建
物
省
エ
ネ

団
地
コ
ジ
ェ
ネ

現地企業
ｽﾗﾊﾞﾔ
工科大

GB協議会

○関連機関の紹介
○関連施策の実施

・・・・・・

○ビルオーナー
○ホテル経営者

・・・

ホテル オフィスビル モール

○個別案件の
具体化
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2.1.4 調査方法及びスケジュール 

 

＜調査方法＞ 

 

 今年度は、既存プロジェクトの事業化推進及び、面的展開を図るための活動として、以

下の方法により、業務を遂行する。 

 

活動項目 手法・手段 備考 

１．既存プロジェクトの

事業化推進 

○省エネ設備投資の担い手、ベンダー等は特定済み 

○省エネ設備投資の担い手の与信調査。一部は終了し

ており、調査が必要な対象については、信用調査会社

等からの情報収集等 

○投資対効果に関する現地企業側の意思決定のための

協議 

MRV方法論

についても

既に一定レ

ベルの検討

が終了済

み。 

２．面的展開を図るた

めの活動 

2-1 不動産会社を対

象とした面的展開 

○直接協議（不動産会社の経営層レベルとの協議等）経

営戦略として分散型電源の導入や省エネ対策を位置

付け、上記既存プロジェクトに続く面的展開への協力

取り付け 

○北九州市・スラバヤ市の協力のもと、スラバヤ市が目

指すグリーンシティの実現に向けて不動産会社が協力

を行う覚書等の締結を目指す 

○チャネル未構築の大手不動産会社は、スラバヤ市から

の紹介を頂く。モデル的な特定プロジェクトの省エネ化

とともに、上記と類似の包括的な協力関係の構築を推

進する 

 

2-2 チェーン展開ホテ

ル等を対象とした面

的展開 

○直接協議（ホテルチェーンの経営層レベルとの協議等）

経営戦略として分散型電源の導入や省エネ対策を位

置付け、上記既存プロジェクトに続く面的展開への協

力取り付け 

○北九州市・スラバヤ市の協力のもと、スラバヤ市が目

指すグリーンシティの実現に向けてホテルチェーンが

協力を行う覚書等の締結を目指す 

○チャネル未構築のホテルチェーンは、スラバヤ市から

の紹介を頂く。モデル的な特定プロジェクトの省エネ化

とともに、上記と類似の包括的な協力関係の構築を推

進 

 

2-3 グリーンビルディ

ング認証制度と連携

した面的展開 

○スラバヤ市、ITS（スラバヤ工科大学）及びグリーンビル

ディングに関する基準等を検討している有識者と協議

し、JCM との連携方法を検討 

 

 

 

 

 

  



 
Ⅱ-10 

 
（第 2 章） 

＜調査スケジュール＞ 

 今年度は、既存プロジェクトの事業化推進及び面的展開を図るための活動として、次の

ようなスケジュールにより業務を遂行した。 
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2.2 案件形成可能性調査結果 

2.2.1 現地調査のまとめ 

 

（１）既存プロジェクトの事業化推進 

既存プロジェクトについては、環境省平成 27年度 JCM設備補助事業等を軸に、設備導入

の事業化を推進した。 

 

事業名 想定削減量

（ｔCO2/年） 

事業化の状況 

高効率ターボ冷凍機に

よるショッピングモー

ルの空調の省エネルギ

ー化 

996 平成 27 年度 JCM 設備補助事業に応募し、採択。

交付決定された。本プロジェクトのスラバヤの第

一号案件とすることができた。現在、設備の稼働

に向け、設備導入を推進している。 

ホテルへのコージェネ

レーションシステムの

導入 

3,200 事業に応募し、無事に採択内示を受けた。しかし、

その後、日本企業の E社と現地のホテルオーナー

との間で、正式な事業申請に向けたコンソーシア

ム協定書の締結に至らなかった。 

その理由としては、コジェネ導入に当たり、電力

会社との自家発補給契約の締結がスムーズにい

かず、安定供給の保証が得られなかったこと、ガ

ス会社とのガス供給の価格面での長期的な基本

合意を得ることができなかったことが挙げられ

る。結果として、採択内示を辞退した。 

 

（２）不動産オーナー企業 

不動産オーナー企業については、複数の事業者と接触し、具体的な提案を実施した。 

不動産オーナー企業 働きかけの状況 
Ａグループ 複合施設に関するディベロッパーとして活動。スラバヤの中に

も、複合施設（ショッピングモール、オフィスビル、ホテル、

住居等）は、２～３件保有している。ジャカルタでも活動。今

回、既存のプロジェクトの事業化を調整する過程で、面的な展

開について、打診を実施した。日本政府による JCM 設備補助

事業については、既存プロジェクトの事業化の第一号案件など

の実施状況を確認したうえで、事業を具体化することで合意し
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ている。 
Ｂ社 バリ島、ジャカルタ、ジョグジャカルタ等において複数のホテ

ルを保有している。以前、スラバヤにも施設を有していた。運

営しているホテルでは冷熱需要が大きいため、チラーやコジェ

ネの導入に関心が高く、日本政府による JCM 設備補助事業に

も前向きな意向を確認した。 
Ｃグループ スラバヤ、ジャカルタ等において、ショッピングセンター、ホ

テル、レジデンス、病院、オフィスビル等の開発を行っている。

その中のあるショッピングセンターでは、冷熱需要が大きく、

高効率のチラーの導入等に高い関心を持っていることを確認

した。また、施設内の水処理の効率化にも高い関心を持ってい

ることを確認した。 
 
（３）チェーン展開ホテル等 
チェーン展開ホテル等については、オペレーション実施の観点から、複数の事業者と接

触し、具体的な提案を実施した。 
チェーン展開ホテル 働きかけの状況 

ホテル D スラバヤ、ジャカルタ等においてホテルのオペレーションを実

施している。昼間の冷熱需要が大きいことから、太陽光発電に

高い関心を示している。現在、スラバヤのホテルにおいて、太

陽光パネルを設置可能な屋根の状況等の調査を開始し、ニーズ

の確認を実施した。 
ホテル E スラバヤ、ジャカルタ等においてホテルのオペレーションを実

施している。グローバルホテルブランドの一つ。グローバルに

展開されているグループにおいて、省エネに関するポリシー

（2020 年までに電力消費を 30%、水消費を 20％削減する）が

ある。2015 年 11 月、E・インターナショナルによる買収が発

表されている。 
ホテル F 設備補助事業の実施に向けて継続的に協議を実施した。 
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（４）グリーンビルディング認証制度と連携した面的展開 
スラバヤ市では、グリーンビルディング認証制度の一環として、GBAA が実施されおり、

その具体化の検討が進められている。JCM プロジェクトとの連携も視野に入れ、検討が行

われている。今年度、スラバヤ市における方針転換により、制度の具体化が来年度以降と

なった。 
スラバヤ市においては、当該事業の管轄を開発計画局から公共事業局に変更するなど、

制度の具体化に時間を要している状況。2016 年度からは、条例化を目指した検討が行われ

ることとなっている。条例化されれば、スラバヤ市のビルオーナー、オペレーター、テナ

ント等に対する省エネ設備導入、省エネ行動の起爆剤になる可能性がある。来年度以降の

制度の具体化に合わせ、JCM 設備補助事業との連携を模索している。 
今年度は業務ビル・商業施設（民生業務部門）に関して、一定の制度化の目途がついた。

そこで、別のセクターとして、製造業への働きかけも合わせて実施した。 
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（参考）関連技術調査 インドネシアにおけるマーケット調査 

 
ここで、インドネシアにおけるインドネシア国におけるチラー市場の状況について、マ

ーケット調査および調査に基づいた検討を実施した。 
 

１）チラー市場の一般的な動向 

インドネシアの経済成長および工業化、高層ビルの建築ブームに伴い、チラーの需要も

国内において拡大しつつある。 

インドネシアのチラー市場における主要なプレーヤーは、世界市場においても主要であ

る国際メーカーである。具体的には、トレイン（Trane）、キャリア（Carrier）、ヨーク（York）、

そしてマッケイ（McQuay）等の米国企業が当該市場へ参入している。近年のインドネシア

におけるチラー市場は、図表 1 の示す通り、台数ベースおよび金額ベース共に成長傾向に

ある 4。 

 

図表 1 インドネシア国における近年のチラー市場の伸び 

 

 

更に、近年におけるチラーのサイズ毎の販売台数推移に着目する。図表 2 の通り、901kW

以上のものが、インドネシアの市場において最も普及していることが分かる。これは、商

業施設やホテル等、大規模施設におけるチラー導入が比較的多く行われているからである

                                                   
4 BSRIA,  Chillers Indonesia: A multi client study,  2013 
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と考えられる。 

図表 2 チラーのサイズ毎の販売台数推移 5,6 

 

 

拡大の進むインドネシアのチラー市場においては、さまざまなタイプのチラーが普及して

いる。 

 

図表 3 インドネシアのチラー市場におけるチラーの種類毎のシェア推移 7,8 

 

 

近年の、インドネシアにおけるチラー市場の推移について、以下に示す。 

 

                                                   
5 BSRIA,  Chillers Indonesia: A multi client study,  2013 

6 2012 年データは BSRIA 推計値 

7 BSRIA,  Chillers Indonesia: A multi client study,  2013 

8 2012 年データは BSRIA 推計値 
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図表 4 インドネシアにおけるチラー市場の推移（販売価格ベース 単位：100 万 USD）9 

 

図表 5 インドネシアにおけるチラー市場の推移（販売台数ベース 単位：台）10 

 

図表 6 インドネシアにおけるチラー市場の推移（売上ベース 単位：100 万 USD）11 

 

 

次に、インドネシアのチラー市場における主なプレーヤーは、トレイン、キャリア、JCI

及びマッケイ等の米国発グローバル企業である。現地企業もわずかながら存在するものの、

                                                   
9 BSRIA,  Chillers Indonesia: A multi client study,  2013 
10 BSRIA,  Chillers Indonesia: A multi client study,  2013 
11 BSRIA,  Chillers Indonesia: A multi client study,  2013 
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取り扱いのあるチラーは小規模なものが多い 12。チラーの容量ごとのマーケットリーダー

を以下に示す。ただし、以下の図表においては、チラーの種類ごとの区別はつけられてい

ない。以下の図表から分かる通り、100kW 未満容量のチラーであれば、Aicool、PT 

Metropolitan、Bayutama といった現地企業が優位を占める。 

 

図表 7 インドネシアのチラー市場におけるマーケットリーダー (チラーの容量ごと)13 

 

 

 次に、生産しているチラーのタイプ別にマーケットリーダーを確認すると、以下の図表

の通り、ターボ式冷凍機市場の 95%はインドネシア国外企業であることが分かる。 

 

図表 8 インドネシアのチラー市場におけるマーケットリーダー (チラーの種類ごと)14 

 

 具体的には、JCI、キャリア、マッケイ、トレインという米国企業、および日本企業の日

立が含まれる。本事業において実施したジャカルタ市、スラバヤ市に所在するホテルのヒ

アリング調査を通じても、多くみられたチラーはトレイン及びキャリア製のものであった。  
                                                   
12  BSRIA,  Chillers Indonesia: A multi client study in-depth ver.,  2013 
13  BSRIA,  Chillers Indonesia: A multi client study in-depth ver.,  2013 
14  BSRIA,  Chillers Indonesia: A multi client study in-depth ver.,  2013 
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2.2.2 温室効果ガス（特にエネルギー起源二酸化炭素）排出削減可能性 

 

（１）ショッピングモールにおける高効率チラーの導入 

 

ここで、本業務の検討における一つの具体的なプロジェクトとして、高効率ターボ式

冷凍機によるショッピングモールの空調の省エネルギー化（Energy saving at a shopping 

mall by Introducing High efficiency turbo chiller）を取りあげる。 

 

エネルギー分野における取組で、スラバヤ市のトゥンジュンガンプラザ（Tunjungan 

Plaza）というショッピングモールにおいて、スラバヤの JCM 第一号案件として成立し

たプロジェクトである。  

 

■ プロジェクトの場所 

国 インドネシア 

地域: 東ジャワ州 

市・町など スラバヤ市 

 

 

 

■プロジェクト参加企業 

 (日本):NTT ファシリティーズ 

 (インドネシア): A グループ 
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■CO2 削減活動の概要 

本事業は既存大型商業施設を対象に、ビル全体の消費電力に占める割合が高い空調

の省エネ化を図り、同国が抱える課題、即ち電力需要増加に伴う CO2 排出量の増大と

いう課題の解決に資するものである。また、商業施設事業者及び、利用者の双方に不

都合なく、事業の継続性を担保しながら経済的なメリットを生み出すことができる。

また、本事業を通じて電力需要を抑制することができれば、石炭火力発電を中心とす

る発電施設から排出される大気汚染源の抑制にも寄与できる。 

具体的には、既存のセントラル空調システムにおいて、高効率の水冷ターボ式冷凍

機（966TR×4 セット、569TR×1 セット）を導入する。あわせて省エネ型冷却塔を導入す

るというものである。 

 

 

図 水冷ターボ式冷凍機のイメージ 

 

■温室効果ガス排出削減見込み 

925 tCO2/年 r 

 

温室効果ガスの削減量は、電力消費量に基づいて計算される。その際、保守的に見積

もられた COP をリファレンスのチラーのものとし、実際に導入するターボ式冷凍機の

COP と比較する。さらに、インドネシアの系統電力の CO2 排出係数を用いる。 

本プロジェクトは、日本政府とインドネシア政府との間のジョイントコミッティに

おいて、JCM として、既に承認されている既存の MRV 方法論を適用する形で進められ

ている。その概要は、以下のとおりである。 

 

 

  



 
Ⅱ-20 

 
（第 2 章） 

2.2.3 MRV方法論とモニタリング体制 

 

■MRV 方法論とモニタリング体制（既存方法論） 

 

 リファレンス排出量の算定 

𝐑𝐑𝐑𝐑𝐩𝐩 = ��𝐄𝐄𝐄𝐄𝐏𝐏𝐏𝐏,𝐢𝐢,𝐩𝐩 × �𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐏𝐏𝐏𝐏,𝐭𝐭𝐭𝐭,𝐢𝐢 ÷ 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐑𝐑𝐑𝐑,𝐢𝐢�× 𝐄𝐄𝐄𝐄𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞�
𝐢𝐢

 

REp  : Reference emissions during the period p [tCO2/p] 

ECPJ,i,p : Power consumption of project chiller i during the period p [MWh/p] 

COPPJ,tc,i: COP of project chiller i calculated under the standardizing temperature conditions [-] 

COPRE,i : COP of reference chiller i under the standardizing temperature conditions [-] 

EFelec  : CO2 emission factor for consumed electricity [tCO2/MWh] 

 

 プロジェクト排出量の算定 

𝐏𝐏𝐏𝐏𝐩𝐩 = ��𝐄𝐄𝐄𝐄𝐏𝐏𝐏𝐏,𝐢𝐢,𝐩𝐩 × 𝐄𝐄𝐄𝐄𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞�
𝐢𝐢

 

PEp  : Project emissions during the period p [tCO2/p] 

ECPJ,i,p : Power consumption of project chiller i during the period p [MWh/p] 

EFelec  : CO2 emission factor for consumed electricity [tCO2/MWh] 

 

 排出削減量の算定 

𝐄𝐄𝐄𝐄𝐩𝐩 = 𝐑𝐑𝐑𝐑𝐩𝐩 − 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐩𝐩 

ERp  : Emission reductions during the period p [tCO2/p] 

REp  : Reference emissions during the period p [tCO2/p] 

PEp  : Project emissions during the period p [tCO2/p] 

 

 データ及びパラメータ 

The source of each data and parameter fixed ex ante is listed as below. 

Parameter Description of data Source 

COPRE,i The COP of the reference chiller i is selected from the 

default COP value in the following table in line with 

cooling capacity of the project chiller i. 

COPRE,i 
Cooling 
capacity 

/unit 
x<300 300≦

x<450 
450≦
x<500 

500≦
x<700 

700≦
x<1,250 

The default COP value is 

derived from the result 

of survey on COP of 

chillers from 

manufacturers that has 

high market share. The 
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Parameter Description of data Source 
(USRt) 

COPRE,i 4.92 5.33 5.59 5.85 5.94 

 
 

survey should prove the 

use of clear 

methodology. The 

COPRE,i should be 

revised if necessary 

from survey result 

which is conducted by 

JC or project 

participants every three 

years. 
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■プロジェクトにおいて導入予定の技術の概要 

 

表 プロジェクトにおいて導入予定の設備概要  
Items Unit Project chiller 

Model No. 

（Number. of Introduction） 

- HC-F550GFG-SSCT 

(1 unit) 

HC-F950GFG-SSCT  

(4 units) 

Capacity  TR 569 966 

Cooling Capacity (COP) kW/TR 0.561（COP:6.27） 0.560（COP:6.27） 

Operation Rate % 100% 100% 

Operation Hour Hour/year 8,760 4,562.5 

Power Consumption  kWh/year 2,908,122 2,566,855 

（per unit） 

Total Power Consumption  kWh/year 12,828,246 

 

■インドネシアの持続的発展への貢献 

共同事業者においては、提案する高効率空調設備を導入しない場合、既存の空調設備

をそのまま活用していくこととなる。高効率空調設備は、既存の空調設備に比較して、省エネ

性能に優れており、CO2 排出量の削減を含め、環境への影響を低減するものである。 

また、高効率空調設備は、運営維持管理も容易で、既存のシステムに比較して業務全体の

効率化に貢献できるものであり、環境・社会経済への悪影響は想定されない。 

 なお、代替した既存冷凍機と冷却塔は、適切な処理処分を行うため、環境への影響は及ば

ない。 

 

（２）その他 

 本事業では、基本的には、既に構築されている方法論を用いて面的展開を実施するとい

う考え方で検討を行っている。（１）のほかには、以下の方法論等を活用して検討を行った。 

 

対象技術 方法論の考え方 

高効率チラー２ AM0060: Power saving through replacement by energy 

efficient chillers --- Version 1.1 を活用 

コージェネレーションシステム 平成 26 年度二国間クレジット制度（JCM）案件組成調査 

「ホテルにおけるコージェネレーションシステムの導入」（イン

ドネシア）における方法論を活用 
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（参考）製造業への働きかけ 

今年度は、エネルギー分野の取組として、製造業への働きかけを実施した。セメント製

造大手の G社の関連企業である Hにヒアリングを実施した。結果として、セメント焼成プ

ロセスにおいて、MICを用いることで、エネルギー原単位を改善し、CO2削減に結び付ける

可能性が示唆された。 

 

 

 

対象技術 MRV 方法論の考え方 

ブレンドセメント生産によるクリン

カ代替を通じた省エネルギーの実

現 

ACM0005: Consolidated Baseline Methodology for Increasing 

the Blend in Cement Production --- Version 5.0  を活用 
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2.2.4 推定事業費と費用対効果 

 

＜プロジェクト全体の事業性＞ 

（１）投資回収年数（補助金なし）： 3.9 年 

（２）投資回収年数（補助金あり）：2.3 年 

（３）内部収益率（補助金あり）： 43.7％ 

（４）年間キャッシュ・フローの額： 72,978 千円 

（５）事業実施にあたり想定されるリスクとその対処方法 

① 再利用を想定している既存配管等付帯設備が再利用できなかった場合の事業費の

増大 

⇒ 事業費の予備費を見込む 

② 配管等付帯設備の経年劣化等による空調設備全体の省エネルギー性能の低下 

⇒ 定期メンテナンスによる予防保全を実施する。 

 

＜事業の効果＞ 

① エネルギー起源二酸化炭素排出削減量：996[tCO2/年] 

② エネルギー起源二酸化炭素排出削減量に係る補助金額の費用対効果：7,857 [円/tCO2] 

④ エネルギー起源二酸化炭素排出削減量に係る総支出予定額の費用対効果：19,179 [円

/tCO2] 

 

2.2.5 副次的（コベネフィット）効果 

 

エネルギー分野の建築物の省エネによるコベネフィット効果（副次効果、環境・社会効

果）はあまりなく、あえて言えば関連する人々の節電意識の向上があげられるが、それよ

りも直接的な電気代節減による経済効果が大きい。熱電供給に関しては、不安定な系統電

力と比較して電力供給の安定化が見込めること、また天然ガスを燃料とするため、排ガス

による環境負荷が小さいことがあげられる。 
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2.3 JCM 事業化に向けた検討 

2.3.1 事業化計画（実施体制、資金支援スキーム、事業化スケジュール等） 

 

（１） 既存プロジェクトの事業化推進 

既存事業については、以下の通りの事業化計画により事業を推進する。 

 

【実施体制】 

 

 

【資金計画】 

今回、資金調達に関しては、すべて自己資金で実施することが想定されている。 

 

【事業スケジュール（JCM 設備補助申請当初）】 

2015年 10月 交付決定後、事業開始 

2015年 11月 工事着工（発注） 

2016年 3月 主要機器（冷凍機）の設置開始 

2016年 9月 工事完工、試運転 

2016年 9月 GEC確定検査 

2016年 10月 モニタリング開始 

 

【MRV、PDD 等のスケジュール（CM設備補助申請当初）】 

2016年 6月 方法論の完成（既存の承認済み方法論を活用する予定） 
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2016年 6月 方法論の登録申請（既存の承認済み方法論を活用する予定） 

2016年 6月 PDD作成 

2016年 9月 Validation実施 

2016年 9月 JCMプロジェクトとしての登録申請 

2016年 10月以降 日本政府口座へのクレジット移転 

 

 

（２） 面的展開を図るための活動 

 面的展開を図るための活動については、上記の（１）を参考に、来年度以降、順次、JCM

設備補助事業に進む案件、その他のスキームで実施する案件等を見極めたうえで、プロジ

ェクトごとの具体的に事業化計画を設定し、事業として推進する。 

 

 

2.3.2 事業化にあたっての課題 

（１） 既存プロジェクトの事業化推進 

 既存プロジェクトについては、現在、事業が開始され、順調に進められている。この事

業がスラバヤ市における JCM設備補助事業の第一号案件となることから、他の事業も効果

的な進めるためのモデルとして、成果を取りまとめる必要がある。 

 

（２） 面的展開を図るための活動 

ホテルのオーナーに対するアプローチについては、次のような課題がある。不動産オー

ナーについては、株式公開企業であれば問題はないが、非公開企業については一部、財務

状況の開示に難色を示されることがある。また、例えば、コージェネレーションを導入す

るに当たっては、現地の電力会社、ガス会社との契約が問題なく締結できるかどうかに懸

念を示されることがある。今後の JCM設備補助事業の推進にあたっては、開発設計のタイ

ミングでそのサイトに最適な要素技術を紹介することがポイントとなる。なお、設備の更

新を含めた管理についてはオペレーション企業に任せ、定期的に意思決定会議を開催して

いる。 

チェーン展開ホテルに対するアプローチについては、次のような課題がある。チェーン展

開ホテルについては、その確立されているブランドを用いて、ホテルのオペレーションを

請け負っている事業者が多い。エネルギーの合理的かつ安定的な使用や、災害対策等に関

心を持っている。ホテル設備は不動産オーナーの所有、また光熱費もオーナーの負担とい

う場合には、新規の設備導入については、ニュートラルな立場である。設備導入や設備の

更新に関して、最終的な意思決定権はオーナーにあるため、オーナーとの交渉を同時並行

で実施することが望ましい。チェーン展開ホテル、不動産オーナー双方にメリットのある

事業スキームを構築することが必要である。  
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2.3.3 今後のスケジュール 

 
スラバヤのＪＣＭの第１号案件となる、トゥンジュンガンプラザにおけるチラーの稼働

開始が 2016 年度 6月に予定されている。その成果を踏まえ、来年度以降、主に次のような

施設において、事業の横展開を行う。 

 今回改めてニーズを確認した Aグループの系列のショッピングモール、ホテル 

 その他のオーナー企業の系列施設（オフィス、ショッピングモール、ホテル） 

 ホテル Eなど、その他のホテルチェーン 

 その他の製造業 

 
以上 



  
 

 



  
 

 

 

 

第３章 

廃棄物分野 

「低炭素型・産業廃棄物リサイクル事業の推進」 
 
 

株式会社ＮＴＴデータ経営研究所 
アミタ株式会社 
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3.1 案件形成可能性調査の目的と実施体制 

3.1.1 事業の概要（目的と対象分野） 

本調査は、スラバヤ市における「低炭素型・産業廃棄物リサイクル事業」をテーマと

し、2013 年度及び 2014 年度に実施された案件形成可能性調査の成果を引き継いで実施

された。事業の目的は、有害廃棄物（以下、B3廃棄物という）を含む産業廃棄物 1から、

セメント製造用の代替原料・燃料を製造し、資源循環を促進することで、化石燃料およ

び天然資源の消費を削減し、温室効果ガス排出を削減することである。 

 

 

図 3-1 事業概要図 

 

これまでの調査により、事業環境および背景としては以下のような点を確認している。 

①スラバヤ市内外の工場や事業所等から発生する産業廃棄物（有害廃棄物）の多くが

800km 以上離れた西ジャワのボゴールに存する処理施設まで運搬されており、これ

をスラバヤ市近郊のセメント工場において、原燃料として有効利用することで、運

                                                   
1 インドネシアの産業廃棄物は、1999 年 18 号のインドネシア有害廃棄物管理規則によって、「事業活動によって発

生する残渣」と定義づけされている。その中でも爆発性、引火性、反応性、有毒性、感染性、腐食性がある有害廃

棄物は B3 廃棄物（Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun）と呼ばれ、許可を取得している業者に処理を委託し

なければならない。その発生量は経済活動の活発化によって増加しており、最新の正確な統計は確認できないが、

2006 年の有害廃棄物の排出量は 702 万トンであった（Indonesian Environment Status, 2006）。 
 

B3
廃棄物

CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3

天然原料・化石燃料

100% リサイクル (再利用)

※CRMはSiO2とAl2O3の代替原料として利用

CRM

鉱山

排出事業者
セメント工場

埋立処理

AMITA

焼却処理

代替原燃料

Coal

スラミックス®

スラミックス® CRM (セメント原料)
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搬に係るコスト及び燃料消費による CO2排出量を抑制可能である。 

②現在、現地のセメント工場は既に銅スラグ、高炉スラグ、バイオマス廃棄物等を原

燃料として受入れているものの、その割合は日本国内のセメント工場と比較して

1/3 程度と低く、新たな廃棄物由来の原燃料を受け入れる余地がある。 

③現地の日系企業への聞き取り調査により、インドネシアでは廃棄物管理法の改正に

より有害廃棄物の適正処理に関する法令遵守規定が厳しくなってきており、企業の

排出者責任の観点から、適正処理を行うことのできる事業者に対するニーズが高ま

っている。 

 

本年度は、これまでに特定した現地セメント会社、パートナー候補企業等の関係者と

協議を進め、JCM事業化推進のための活動を行うとともに、CO2排出削減量の定量化のた

めの活動、MRV方法論の作成を行い、2017 年度の再資源化工場施設稼働を目指した調査

を行った。 

 

 

図 3-2 現状と事業計画の比較 

 

JCM 事業化推進のための活動 

本事業においては、スラバヤ地区および近郊から発生する産業廃棄物を東ジャワ州内、

スラバヤ近郊に建設する再資源化工場において処理し、同州内に位置するセメント工場

スラバヤ
地区

スラバヤ
地区

セメント会社（東ジャワ州）

B3排出
事業者

B3

CO2

【現状】

【事業計画】

B3ライセンス会
社（西ジャワ州）

セメント会社（東ジャワ州）

B3

B3排出
事業者

アミタ製造所
(JV/ SPC)

・B3ライセンス会社（処理）が西ジャワ州に集中しており、
東ジャワ州にはセメント会社程度のみ

・長距離の収集運搬
・管理型ではあるが埋立最終処分

・東ジャワ州地区にてB3廃棄物を中間処理しセメント原燃料化
・地産地消でCO2削減
・完全再資源化サービスの提供により、排出事業者のニーズに対応
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へ代替原燃料として供給することで、現状と比べて輸送距離を大幅に削減することを想

定している。 

事業化にあたっては、セメント会社や B3ライセンスを持つ中間処理会社などの現地企

業と連携した新会社（代替原燃料製造のための特別目的会社など）を設立することが望

ましく、現地パートナー企業と事業計画の協議を行い、協業条件を詰める。また、再資

源化工場建設に必要な初期投資およびランニング経費、原燃料の販売見通し等の検討を

行い、事業採算性を試算する。 

過去 2年間の活動を通し、スラバヤ地区における産業廃棄物（特に B3廃棄物）の排出

事業者においては、セメント原燃料化のコンセプトに対する一定の理解が既に得られて

おり、再資源化工場への廃棄物供給量については十分な量が得られる目途がついている。

一方で、製品化した原燃料の引き取り手であるセメント工場とは、各種取引条件の協議

を進める必要がある。 

 

CO2 排出削減量の定量化ための活動 

過去 2 年間の検討により、CO2 排出削減効果は主に輸送距離の大幅な削減から得られ

る可能性が高いものと考えられるが、本年度調査においては、産業廃棄物由来の代替燃

料によるセメント工場の石炭燃料代替や、産業廃棄物の現状の処理方法と比較した時の

CO2 排出削減の可能性についても、改めて精査を行う。また、産業廃棄物の原燃料化の

際にバイオマス系の廃棄物の混合率を上昇させることができれば、原燃料中の化石燃料

由来成分の比率を低下させることができ、排熱回収発電設備を整備済みのセメント工場

であれば、バイオマス発電比率の向上による CO2排出削減効果も期待される。よって、

再資源化工場へのバイオマス系廃棄物の投入比率の向上の可能性についても検討を行う

ものとする。 

以上の検討を踏まえ、MRV方法論を作成する。 
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3.1.2 適用技術と関連法制度 

  
適用技術 
 日本のセメント産業は、原料・燃料としての廃棄物有効利用に積極的に取り組んでお

り、2013 年度には年間約 4 億トン排出される産業廃棄物および副産物のうち 3,000 万
トン以上がセメント原燃料として活用された。セメント 1 トンあたりの産業廃棄物使用

原単位は 486 キログラムと世界でも最高水準であり、日本における廃棄物の利活用およ

び適正処理において重要な役割を担っているといえる。 
 アミタ株式会社は、1977 年の創業以来 4,000 種以上にわたる多種多様な産業廃棄物

から「調合」という技術によってセメント原料や代替燃料、金属原料といった地上資源

を製造する資源リサイクルを行っており、年間の再資源化実績は約 14 万トンである。 
 

 

図 3-3 調合技術フロー 
（注：発生品とは、産業廃棄物を指す。） 

 
 
 次に、液体代替燃料「スラミックス®」、固形代替原燃料のCRM（Cement Raw Material）
燃料系・原料系についての説明を記す。 
  



 Ⅲ-5 
（第 3 章） 

 液体代替燃料のスラミックス®は、廃油、含油汚泥、廃溶剤など、これまで焼却処理

のみしか方法がなかった液体産業廃棄物を、ユーザーの規格に合致するように複合・均

一化してエマルジョン化したハンドリングの良い代替燃料である。主にセメント工場の

焼成工程において仮焼炉およびロータリーキルンで石炭の代替燃料として使用される。

代替燃料として使用された後に発生する燃え殻はセメント原料として使用されるため、

二次廃棄物が発生しない完全な再資源化が可能となる。また、スラミックス®は鉄鋼メ

ーカー、非鉄製錬メーカー、石灰メーカー、製紙メーカーにおいても重油の代替燃料と

して使用されている。 

 

 

図 3-4 液体代替燃料「スラミックス®」の製造工程、及び製品イメージ 
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 固形代替原燃料の CRM（Cement Raw Material）は、汚泥や燃え殻、ばいじん等の

固形産業廃棄物をユーザーの規格に合致するよう調合したセメント代替原燃料である。

発熱量の低い CRM 原料系はセメント工場で主に粘土の代替原料として使用され、発熱

量の高い CRM 燃料系は焼成工程において仮焼炉で使用される。スラミックス®同様、

燃焼後の燃え殻は原料に混合されるため、二次廃棄物が発生しない完全な再資源化が可

能である。 
 

 

 

CRM 燃料系   CRM 原料系 
図 3-5 セメント原燃料「CRM(Cement Raw Material)」の製造工程、及び製品イメー

ジ 
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関連法制度・規制等 
・法整備 
 インドネシアでは従来、廃棄物管理政策は有害廃棄物(B3 廃棄物)を中心に進められ、

基本的な枠組みは1994年の「有害廃棄物管理に関する政令第19号」で最初に定められ、

1999 年政令第 85 号に至るまでに改正が加えられてきた。一方で、都市ごみの問題が顕

著となってくる中で、廃棄物を包括的に管理する法規制が整備され、「廃棄物管理法

（2008 年法律第 18 号）」が定められた。 
廃棄物管理法においては、家庭部門、非家庭部門、特殊廃棄物(家庭内有害固形廃棄物、

災害廃棄物、建設部門廃棄物、現行技術で処理できない廃棄物、非定期発生廃棄物)を対

象とし、公衆衛生や環境の質的向上、エネルギー源として廃棄物の有効活用の促進が追

記された。具体的には、廃棄物の削減（目標設置、環境技術の導入、環境製品・3R の
促進、廃棄物削減実施に伴う賞罰の付与等）、廃棄物処理の方法（廃棄物の分別、廃棄物

の回収・処分場への輸送、安全な環境媒体への最終処理）について排出事業者、処理会

社、運搬会社への新たな目標と義務が明記されている。 
 
・行政管轄・許認可 
 B3 廃棄物は、インドネシア環境林業省（KLHK：Kementrian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan）が管轄している。分権化により地方に権限が譲られつつある都市ごみとは

異なり、B3 廃棄物に関しては、許認可権限が環境森林省に集中している傾向にある。

（2014 年 10 月に就任したジョコ・ウィドド新大統領によってインドネシア中央政府の

組織再編が行われ、2015 年 1 月にこれまでの環境省と林業省が合併し、環境林業省と

なった。）また、環境森林省において産業廃棄物を扱う組織は、以下の業務区分に従い４

部署に分かれている。 
‐3R・回収 
‐処理・輸送 
‐廃棄・埋立処分 
‐越境廃棄物 
 
 2015 年 5 月に行った環境森林省へのヒアリングによれば、インドネシア国内におい

て B3 廃棄物を扱う事業を展開する場合、以下の順番で許認可手続きを経ることになる。 
１）建設予定地の地方自治体に EIA を申請、承認を得る。 
２）建設予定地の地方自治体から Location Permit を得る。 
３）建設予定地の地方自治体から Business Permit を得る。 
４）環境森林省から Operation Permit を得る。 
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 Operation Permit の内容は以下の通り。 
‐保管（地方自治体権限） 
‐収集運搬（事業範囲が複数の地域にまたがる場合は環境森林省、１つの地域の場合は

地方自治体権限） 
‐中間処理（環境森林省権限／焼却処理など） 
‐リサイクル（環境森林省権限／アミタ株式会社の事業はこれに該当） 
 

B3 廃棄物の処理・処分に関して推測される実態は、B3 取扱いの許可に基づいて行わ

れている量は、実際の発生量の 3 割程度に留まる可能性がある（平成 23 年度環境省請

負調査報告書）。また、2006 年の有害廃棄物の排出量は 702 万トン 2に対して、処理・

処分としては有効利用・焼却・埋め立ての統計データにおいて約 250 万トンがカバーさ

れ、有効利用された量は 168 万トンであった 3。 
 また、B3 に分類できない産業廃棄物は管理対象外であり、現状は一般廃棄物として

処理されている。 
 
・優遇政策 
 経済インセンティブとしては、財務省は法人を対象に、廃棄物管理・処理に係る機械・

設備の輸入に対し、インセンティブを設けている。対象企業は、自社が発生させた廃棄

物を管理すること、廃棄物の処理を目的とした機械、設備、または生物学的また化学的

な物質を輸入する必要がある廃棄物の管理活動を遂行する業務を管理することを望む工

業系の企業で、「環境汚染を防止するために使用される装置と物質に対する輸入税の免除

に関する規定 No. 101/PMK 04/2007」の適用により、税関総局を経由して財務省に対し、

輸入税の免除を申請することができる 4。 
 
・セメント会社による廃棄物受入規格 
 インドネシアでセメント会社が利用可能な廃棄物の受入規格は「有害廃棄物の有効利

用に関する環境大臣規則 2010 年第 140 号」の中で定められている。 
 インドネシアにおけるセメント産業での受入規格である Waste Acceptance Criteria 
（以下、WAC)は、マレーシア、ベトナムで定められている WAC よりも全ての基準値

において厳しい規格になっており、WAC を満たすためには、当該調査で事業化を検討

している廃棄物の中間処理（調合）の役割が非常に重要になってくる（インドネシアで

                                                   
2 Indonesian Environment Status, 2006 
3 Tahun 2006: 1.7 juta ton Limbah B3 dimangaatkan（インドネシア環境省、2006 年当時）；日本貿易振興機構ア

ジア経済研究所『アジア各国における産業廃棄物・リサイクル政策情報提供事業報告書』経済産業省委託、2007 年；

平成 23 年度環境省請負調査報告書（平成 26 年度改定版） 
4 日本貿易振興機構海外調査部「インドネシアの環境に対する市民意識と環境関連政策」2011 年 
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はこのような中間処理会社のことを総称して Platform と呼んでいる）。実際にセメント

会社や B3 処理会社が、廃棄物を中間処理（調合）し WAC を満たす原燃料を製造、再

利用している。ただ、このような機能を持つ中間処理工場は、調査する限りインドネシ

アに 4 社程度しか存在せず、セメント産業を活用した廃棄物資源循環の仕組みを構築す

る上で、今後さらにその重要性が増してくると推測される。 
 

表 3-1 セメント工場の廃棄物受入規格 
      a) 固形廃棄物            b)液体廃棄物 

 

 
3.1.3 実施体制 

 北九州市・スラバヤ市連携体制における本調査の実施体制図を図 3-6 に示す。環境姉

妹都市提携を締結している北九州市及びスラバヤ市の連携体制のもと、昨年度と同様、

都市間連携のための全体調整等は公益財団法人地球環境戦略研究所・北九州アーバンセ

ンターが行った。事業化推進に向けた活動については主としてアミタ（株）が担当し、

CO2 排出削減量の定量化に関する活動は主として（株）NTT データ経営研究所が行っ

た。 
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図 3-6 実施体制 

 
3.1.4 調査方法・スケジュール 

 「事業化推進に向けた活動」と、「CO2 排出削減量の定量化・MRV 方法論の作成」に

ついて、以下の方法にて調査を行った。また、調査スケジュールを図 3-7 に示す。 
 
事業化推進のための活動 
‐ 過去 2年間の活動により、産業廃棄物の排出事業者、廃棄物由来の原燃料の受け入    

れセメント工場については、候補を特定済みである。 

‐ 事業化にあたっては、セメント会社や B3ライセンスを持つ中間処理会社などの現地

企業と特別目的会社等を設立することが望ましく、現地パートナー企業と事業計画

の協議を行い、協業条件を詰める。 

‐ 排出事業者から排出される産業廃棄物の量、性状については調査済みである。本年

度は特に、直接ヒアリング等の方法により、それら廃棄物の輸送距離についても検

討を行う。 

‐ セメント会社とは、原燃料の引き取り価格等、取引条件の協議を行う。 

‐ スラバヤ地区からのバイオマス系廃棄物の発生量や種類等について、スラバヤ市政

府へのヒアリング等を通して把握し、本事業への利用可能性を検討する。 

 

CO2 排出削減量の定量化・MRV 方法論の作成 

‐ JCM の提案方法論開発においては、レファレンスシナリオとプロジェクトシナリオ

の検討を行い、CO2 排出量の算定を行うための原単位の検討、モニタリング項目の

検討を行う。 

‐ 東ジャワ州内の工場の立地候補地点を前提条件として、関連事業者へのヒアリング

等を通じて、西ジャワ州ボゴールまで輸送されている有害廃棄物を東ジャワ州内の

スラバヤ市北九州市

BAPPEKO

NTTデータ
経営研究所

○MRV方法論の検討

公益財団法人地球環境戦略研究所
北九州アーバンセンター（IGES）

セメント工場 排出事業者

○関連機関の紹介
○関連施策の実施アミタ

○事業化推進に向
けた活動

○CO2排出削減量

定量化のための
活動

美化公園局 環境局 産業局

廃棄物処理事業者
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工場までの輸送に切り替えることによる CO2排出削減効果を検討する。 

‐ 原燃料化材料に含有可能なバイオマスの種類と量等を整理し、バイオマス比率を向

上させた場合の CO2排出削減効果を検討する。 

 

 

図 3-7 調査スケジュール 

 

3.2 案件形成可能性調査結果 

3.2.1 現地調査のまとめ 

 現地調査は、2015 年 5 月、8 月、11 月に行い、2016 年 1 月は今後に向けたフォロー

協議を行った。 
 再資源化工場の設備容量及び建設にかかる事業費は、スラミックス®の生産能力 5,000
トン／年、CRMの生産能力 24,000 トン／年と想定した場合、推定 3億 4千万円である。

運営費については、インドネシアの B3 処理費用相場によれば、十分に採算を取れる見

込みである。 
 現地企業との協業の可能性を検討するにあたっては、産業廃棄物由来の代替原燃料の

確実な利用を考慮し、パートナー候補企業としてセメントメーカーを第一優先とした。

インドネシア国内の全てのセメントメーカーを対象として、昨年度までの調査結果を含

め、協業の可能性を整理したのが下表である。 
 
 
 

活動項目 2015年 2016年

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ 国内会議（於：北九州）
☆ ☆

○ 現地ワークショップ
☆ ☆

○ 現地調査 ☆ ☆ ☆ ☆

1. 事業化推進活動

2. CO2排出削減量の定量化

4. 関連情報調査

○ 報告書の作成
☆ ☆ ☆

(第1回) 第2回
（最終報告打ち合わせ）

キックオフ 最終報告

10/30 
ドラフト

2/5最終
ドラフト

3/18最終
報告書

事業化に向けた協議・調整、売買条件等の調
査・協議

実現可能性調査（事業採算等）

前提条件の整理

関連情報調査（基礎情報、法規制, etc.)

原燃料化施設の整
備に関する検討

方法論の確立・CO2排出削減量の
算定

有識者、関係者（JC
等）との協議
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表 3-2 セメントメーカーとの協業可能性まとめ 
セメントメーカー 稼働

年 

セメント 

生産能力 

(千トン/年) 

廃熱

回収

有無 

協業可能性 

セメントメーカーグループ 

  セメント会社 C 

 

1910  6,300 ○ － ジャワ島に立地していないので未

訪問。 

  セメント会社 B 

 

1957 11,300 ○ △ 東ジャワ州に工場を有している。

情報交換は定期的に行うが、積極

的でない。 

  セメント会社 D 1968  6,700 × － ジャワ島には立地していないので

未訪問。 

セメント会社 A 1975  8,700 × ○ 東ジャワ州スラバヤ近郊の Tuban

に工場を有する。JCM 設備補助事

業に関心があり、協力的である。 

子会社に中間処理会社 Geocycle

を有する。 

セメント会社 E 1975 18,600 × △ 東ジャワ州には工場を有していな

い。情報交換は定期的に行うが、

積極的でない。 

セメント会社 F 1980  2,000 × － ジャワ島には立地していないので

未訪問。 

セメント会社 G 1982  1,600 × × ジャワ島には立地しておらず、B3

の受け入れも少量。 

セメント会社 H 1984    396 × － ジャワ島には立地していないので

未訪問。 

セメント会社 I 1999  5,400 × － ジャワ島には立地していないので

未訪問。 

セメント会社 J   × － ベトナム資本で稼働したばかり。 

セメント会社 K   × － 台湾資本で建設中。 

セメント会社 L   × － タイの Siam Sement 資本で建設

中。 

 
 セメントメーカーの中では、これまでの調査によりセメント会社 A に協業可能性が絞
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られているが、東ジャワ州に工場を有するセメント会社 B や、西ジャワ州の中間処理会

社との協業可能性も考慮し、また B3 廃棄物の管轄当局である環境森林省訪問等を含め、

以下のような行程にて現地調査を行った。 
 

表 3-3 現地調査行程 
日程 訪問先 

＜第１回：5 月＞ 

5 月 26日 

ジャカルタ 

午前       中間処理会社 A 

午後１    セメント協会 

午後２     環境森林省 

5 月 27日 

ジャカルタ 

午後       セメント会社 A 

移動（ジャカルタ→スラバヤ） 

5 月 28日 

スラバヤ 

午前１    JETRO 

午前２   BAPPEKO（現地キックオフ会議） 

午後    セメント会社 B 

5 月 29日 

スラバヤ 

        木質ペレット製造会社 

 

＜第２回：8 月＞ 

8 月 3 日 

西ジャワ州 

セメント会社 A 

8 月 4 日 

スラバヤ 

スラバヤ市美化局 

8 月 5 日 

西ジャワ州 

中間処理会社 A／工場視察 

8 月 6 日 

ジャカルタ 

中間処理会社 B 

＜第３回：11月＞ 

11月 24日 

ジャカルタ 

午前    中間処理会社 B 

午後    中間処理会社 A 

11月 25日 

ジャカルタ 

午前    セメント協会 

午後    セメント会社 A 

11月 26日 

ジャカルタ 

環境森林省 
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 各パートナー候補企業との協議内容と結果を下表にまとめる。 
 

表 3-4 JCM 事業化パートナー候補企業との協議状況 
協議先 主な協議内容および結果 

セメント会社 A 

（中間処理を行う子会社が協

議の主体） 

- セメント会社 A は、スラバヤ近郊のセメント工場において、

B3 廃棄物由来原燃料受入のための処理設備の導入を検討中で

あり、アミタとの協力についても積極的に検討した。 

- 2015 年 8～10 月の時点では、同社は、スラバヤ近郊のセメ

ント工場において、B3 廃棄物由来原燃料受入のための処理設

備の導入について、2016 年中に着工予定の投資計画を自社と

して組んでおり、アミタとの協力についても積極的に検討して

いた。しかし検討の結果、自社基準に比して投資回収期間が長

くなることが判明し、また東ジャワにおける B3 廃棄物の発生

量が現状では限定的であり、インプット量確保のためのマーケ

ット調査を継続する必要性から、同計画を撤回し、アミタとの

協業の早期実現が困難となった。 

- 西ジャワのセメント工場においても、既に同社が行っている

中間処理がアミタの事業内容とバッティングするため、協業が

不可能である。 

- 一方同社として、セメント製造プロセスの低炭素化のため、

JCM 設備補助事業に強い興味があり、複数のアイデアを提示

しており、エネルギー分野としての JCM プロジェクト化を目

指して日本側とともに検討している。 

中間処理会社 A 

（西ジャワ州） 

- 東ジャワへの事業進出に興味を持っている。 

- 現在の処理方法は単純焼却であり、原燃料化の中間処理導入

により、低炭素化が図れる。 

- アミタの処理設備の早期導入に向けて、具体的な協議を進め

ている。 

- ただし、CO2 モニタリングの負担や、CO2 削減に関する費

用対効果に基づいた補助率の制約の観点から、JCM スキーム

は活用せずに進めるという結論に至った。 

中間処理会社 B 

（西ジャワ州） 

- 現在、第ニ工場の建設計画を進めている。 

- アミタとしては、中間処理会社 B によるアミタの設備導入を

提案しているが、同社はアミタとの JV 設立による事業化を希
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望している。しかし、JV の手続きは非常に時間がかかり、一

方 JCM のプロジェクト環境の将来見込みは不明なことから、

JCM 事業化候補としては可能性が低い。引き続きインドネシ

アの事業環境を注視しつつ、独自に継続協議を行う。 

 
 結論としては、JCM を活用した事業化には至らなかった。 
 
 CO2 排出量削減の観点から、バイオマス系廃棄物の利用可能性について、スラバヤ市

美化局や PT. Bio Inko Parakawan にヒアリングを行った。結果、基本的にはバイオマ

ス系産業廃棄物は有効利用のための買い取り手が既におり、有価物として取引されてい

る。そのまま埋め立て廃棄され、埋め立て地においてメタン発酵に寄与している分量は

少ない現状が推測される。  
 一方で、スラバヤ市美化局は、市内清掃で発生する剪定枝葉を主原料として、市内 21
箇所のコンポストセンターにてコンポスト製造を行っている。表 3-3 にコンポスト製造

の原料となる廃棄物データを示す。市内の清掃で発生する剪定枝葉が主なものであるが、

投入バイオマス廃棄物のうち、約 30％は処理不可として残渣が発生している。このコン

ポスト製造残渣の利用検討余地はあるかもしれない。 
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表 3-3 コンポスト原料の廃棄物データ（スラバヤ市美化局、2015 年 6 月） 

 
 
 
3.2.2 温室効果ガス（特にエネルギー起源二酸化炭素）排出削減可能性 

本事業による CO2 排出削減の可能性については、以下の４つのシナリオを検討した。 

１）産業廃棄物由来の代替原燃料によるセメント工場の石炭代替 

２）産業廃棄物の単純焼却代替 

３）バイオマス比率の向上 

４）輸送距離の低減 

 

 

剪定枝葉
市場
ごみ

道路清掃
ごみ

庭からの
ごみ

家庭ごみ 搬入
処理不可

量
処理量

1 MENUR 162 0 0 1 0 163 54 109

2 KEPUTRAN 0 238 0 0 0 238 0 238

3 BRATANG 168 0 0 1 30 199 56 143

4 SRIKANA 0 0 0 26 0 26 6 20

5 LIPONSOS KEPUTIH 12 0 0 27 0 39 9 30

6 WONOREJO 414 0 0 17 0 431 139 292

7 RUNGKUT ASRI 126 0 2 21 0 149 48 101

8 TENGGILIS UTARA 36 0 0 28 0 64 18 46

9 TENGGILIS RAYON TAMAN 96 0 0 12 0 108 34 74

10 GAYUNGSARI 12 0 0 42 0 54 14 40

11 BIBIS KARAH 24 0 0 10 0 34 8 26

12 JAMBANGAN 122 10 0 7 0 139 42 97

13 BALAS KLUMPRIK 18 0 0 6 0 24 7 17

14 GUNUNGSARI 36 0 0 6 0 42 14 28

15 PUTAT JAYA 30 0 0 34 0 65 17 48

16 SONOKWIJENAN 282 0 0 14 0 296 95 201

17 KIAI TAMBAK DERES* 0 0 0 0 0 0 0 0

18 TUBANAN 6 0 0 16 0 22 5 17

19 RUNGKUT ASRI TIMUR (MERR) 162 0 0 7 0 169 56 113

20 IPLT KEPUTIH 60 20 0 8 0 88 22 66

21 BABAT JERAWAT 36 0 0 0 0 36 12 24

1,802 268 2 283 30 2,386 656 1,730

No. コンポストセンターの場所

コンポスト材料の種類(M3) コンポスト材料の量（M3)

TOTAL
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１）産業廃棄物由来の代替原燃料によるセメント工場の石炭代替 

 セメント製造における CO2の発生内訳は、約 4割が燃料の燃焼から、約 6割が焼成プ

ロセス工程からとされている。原料代替による CO2削減可能性については、焼成プロセ

ス工程における原料成分の化学反応に注目し、代替原料を用いなかった場合と比べて

CO2 発生量が削減される可能性があるかどうか、CDM 方法論   ACM005: 
“Consolidated Baseline Methodology for Increasing the Blend in Cement Production.”
等を参照しつつ、検討を行った。 
 基本的には、上記の検討のためには、代替原燃料の成分分析に基づく炭素密度データ

等、及びそのモニタリングが必要となるが、スラバヤのケースにおけるそれらのデータ

入手が困難であることから、結果としては計算の実施は困難であるという結論に至った。 
 また、既存セメント工場設備の石炭燃料の熱量と等量の熱量を代替原燃料によって代

替しようとすると、原燃料の熱量が高くなるか、原燃料の投入量が増加するものであり、

それらの燃焼を伴うために、CO2 の削減にはつながらない。よって、下記の２）～４）

を検討した。 

 

２）産業廃棄物の単純焼却代替 

 リファレンスシナリオとして、一定割合の B3廃棄物が単純焼却をされているものと仮

定した。また、産業廃棄物発生量に対する「単純焼却率」のパラメタを導入し、その単

純焼却由来の CO2 発生量が本事業によって削減されるものと仮定した。 

 そこで、調査としては「単純焼却率」を保守的に定めることが焦点となったが、ヒア

リング調査からは定量的な単純焼却率データを入手することはできず、また文献調査 5で

は、2007年と古いデータで 5％程度と低いことが分かった。 

 

３）バイオマス比率の向上による処分場でのメタン回避（及び排熱回収発電時のバイオ  

  マス発電比率の向上による CO2排出削減） 

 3.2.1 において既述の通り、基本的にはスラバヤにおいては、バイオマス系産業廃棄

物は有効利用のための買い取り手が既におり、有価物として取引されているため、その

まま埋め立て廃棄され、埋め立て地においてメタン発酵に寄与している分量は少ない現

状が推測されることから、当シナリオによる CO2 削減は見込めない。 
 

４）輸送距離の低減 

 リファレンスシナリオとしては、現状スラバヤ地区から西ジャワ州ボゴールまで

800km以上の距離を輸送されている B3廃棄物を、東ジャワ州内の工場までの近距離輸送

                                                   
5 2007 年；平成 23 年度環境省請負調査報告書（平成 26 年度改定版） 
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に切り替えることによる CO2排出削減効果を検討したものである。 

昨年度の調査によっても当シナリオによる CO2排出削減効果が算定されており、同

結果を引用する。 

 
 
3.2.3 MRV方法論 

本事業において生産する、B3廃棄物由来の代替原燃料は、以下の３種である。 

①固形代替燃料：CRM 燃料系 

②液体代替燃料：スラミックス® 

③代替原料：CRM 原料系 

 

これらのうち、GHG 排出削減の観点からは、②液体代替燃料スラミックスは、炭素密

度が高く、燃料としての利用過程で CO2の発生量が化石燃料並みに高いこと、またリフ

ァレンスとなる現行のシナリオも焼却はされていないため、CO2 排出削減量の算定対象

外とした。 

③代替原料 CRMによるセメント原料の代替においては、CO2排出削減とはならないが、

それ自体も一定の熱量を持っているため、MRV方法論の検討においては①CRM燃料系と同

一に扱うものとし、既述の４シナリオに基づき、①と③を対象とした MRV方法論の開発

を試みた。 
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ＪＣＭ提案方法論 
A. 方法論タイトル 
 
産業廃棄物の再資源化による、セメント製造の固形燃料代替 
（Version ●.●） 
 
B. 用語の定義 
 

用語 定義 
産業廃棄物 事業活動によって発生する残渣（インドネシア有害廃棄物

管理規制、1999 年政令第 18 号） 
 

有害廃棄物 
 

危険・有毒な廃棄物 (Limbah Bahan Berbahaya dan 
Beracun：B3 廃棄物) 
B3 廃棄物とは、その性質、濃度、総量が、危険かつ有毒

な物質を含み、これによって直接かつ間接に環境を汚染ま

たは破壊したり、事業や活動を通して、環境、健康、人類

その他生物の持続的生活に危険をもたらしたりする残滓

である。特徴として、爆発性、引火性、反応性、有毒性、

感染性、腐食性がある。 
有機性廃棄物 

 
主に動植物に由来する廃棄物であり、紙、厨芥、木・竹、

繊維、汚泥、動植物性残渣、動物の糞尿等を指す。 
調合技術 成分・熱量・忌避物質の有無などの精密分析、代替原燃料

としての製品規格に適合させる配合検討、ブレンド、規格

適合分析と確認等からなる、資源リサイクル技術 

固形代替燃料 
 

Cement Raw Material (CRM)燃料系。汚泥や燃え殻、煤

塵等の固形産業廃棄物をユーザーの規格に合致するよう

に調合したセメント代替燃料。 
 

C. 方法論概要 
 

項目 概要 

GHG 排出削減対

策 
本方法論は、有害廃棄物や有機性廃棄物を含む固形産業廃棄物を

対象に、調合・調整の技術工程を施して再資源化し、セメント製
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造における代替燃料として利用することで、化石燃料の使用量を

削減する技術を対象としている。 
 
また、資源循環を促進することで、産業廃棄物の単純焼却処理お

よび埋め立て処分によるGHG排出を回避する。すなわち、焼却に

伴うCO2排出を回避し、埋め立て処分に伴い、産業廃棄物に含ま

れる有機性廃棄物が廃棄物処分場において嫌気性条件下で分解さ

れ、大気中にメタンガスを排出することを回避する。 
 
さらに、産業廃棄物の収集から再資源化工場、セメント工場まで

の一連の輸送距離が、焼却処理または埋め立て処分のための輸送

距離よりも短縮されることにより、輸送に伴う化石燃料の使用量

を削減する。  
 

リファレンス排出

量の計算 
1. 産業廃棄物由来の代替燃料が使用されない場合、セメント製造に

おける石炭燃料の消費によって CO2 が排出される。 
                      【１石炭代替】 
 

2. 産業廃棄物の再資源化が行われない場合、化石資源由来の炭素を

含む廃棄物の単純な焼却処理により、CO2 が排出される。 
                    【２単純焼却代替】 

 
3. 産業廃棄物の再資源化が行われない場合、有機性廃棄物の埋め立

て処分に伴い、廃棄物処分場において生分解可能な有機炭素が嫌

気性条件下で生分解することにより、メタンガスが排出される。                  

【３メタン回避】 
 

4. 産業廃棄物の再資源化が行われない場合の、産業廃棄物の収集か

ら処理処分までに要する輸送に伴う化石燃料の使用により、CO2
が排出される。           【４輸送距離短縮】 
 

5. プロジェクト活動により、廃棄物処分場への産業廃棄物の搬入量

が減少し、廃棄物処分場でのエネルギー消費等の抑制につながる

と考えられるが、本方法論ではその点を考慮していない。 
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プロジェクト排出

量の計算 
1. 産業廃棄物の収集から再資源化工場、代替燃料製品の再資源化工

場出荷からセメント工場までの輸送に伴い化石燃料が消費され、

CO2 が排出される。 
2. 産業廃棄物の調合工程を行う再資源化工場において電力及び化石

燃料が消費され、CO2 が排出される。 
3. セメント製造において、産業廃棄物由来の代替燃料中の化石資源

由来成分の燃焼に伴い、CO2 が排出される。 
モニタリングパラ

メータ 
1. 収集から再資源化工場までの、産業廃棄物の輸送量 
2. 再資源化工場からセメント工場までの、代替燃料の輸送量 
3. 再資源化工場において消費される電力および燃料の消費量 
4. セメント製造に投入される、産業廃棄物由来の代替燃料の量、

組成、発熱量 

 

D. 適格性要件 
本方法論は以下の全ての要件を満たすプロジェクトに適用することができる。 

要件 1 本方法論が適用されるプロジェクト活動は、収集後に未だ処理処分されてい

ない産業廃棄物の中間処理を行い、再資源化によって得られる代替燃料の利

用を行うものであること。 

要件 2 プロジェクトが再資源化の中間処理を行う産業廃棄物は、本プロジェクトが

実施されない場合には、焼却処分により化石資源由来の炭素を含む廃棄物の

燃焼に伴って CO2 を排出し、または廃棄物処分場での埋め立て処分により廃

棄物処分場において生分解可能な有機炭素が嫌気性条件下で生分解を起こす

ことによりメタンガスを排出し、あるいは遠距離輸送に伴う化石燃料の使用

により CO2 を排出すること。 
要件 3 本方法論が対象とする中間処理技術は、産業廃棄物の調合技術により、一定

の品質のセメント燃料に資源化するものである。 

要件 4 調合技術は、収集した産業廃棄物の成分分析、燃料規格を満たすための配合

検討、ブレンド、サンプル分析等の工程を含むものである。 

要件 5 プロジェクト活動で導入・利用される施設・設備は新規のものであり、他の

活動に利用されていた施設・設備、あるいは現在利用されている既存の施設

の転用・改善ではないこと。 
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要件 6 プロジェクト活動の実施によって、プロジェクト活動がなければリサイクル

されたであろう産業廃棄物の量が減少しないこと。 
 

E. GHG 排出源及び GHG 種類 
 

リファレンス排出量 
GHG 排出源 GHG 種類 

セメント工場での石炭燃料の消費 CO2 
産業廃棄物の焼却プロセスにおける化石資源由来炭素成分の燃焼 CO2 
廃棄物処理場での有機性廃棄物の嫌気性分解によるメタンの排出 CH4 
産業廃棄物の収集から焼却処理場及び埋め立て地までの輸送による

化石燃料の消費 
CO2 

プロジェクト排出量 
GHG 排出源 GHG 種類 

再資源化処理プロセスでの系統電力の消費 CO2 
再資源化処理プロセスでの化石燃料の消費 CO2 
セメント工場での代替燃料中の化石資源由来成分の消費 CO2 
産業廃棄物の収集から再資源化工場、代替燃料製品の再資源化工場

出荷からセメント工場までの輸送に伴う化石燃料の消費 
CO2 

 

F. リファレンス排出量の設定と算定 
F.1. リファレンス排出量の設定 
 
リファレンス排出量は、セメント製造に投入される代替燃料の量・組成・発熱量、産業廃

棄物の単純焼却処理率・埋め立て処分率、及び再資源化工場に搬入される産業廃棄物の輸

送量等から算出する。 
 
  
F.2. リファレンス排出量の算定 
 

REy = REC,y + REINC,y + RECH4,y + RETR,y 
 
REy            y 年におけるリファレンス排出量 [tCO2/y] 
①REC,y       y 年におけるセメント工場での石炭燃料消費による排出量 [tCO2/y] 
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②REINC,y    y 年における焼却プロセスによる排出量 [tCO2/y] 
③RECH4, y    y 年における廃棄物処分場から放出されるメタン排出量 [tCO2/y] 
④RETR,y      y 年における収集から焼却処理場または埋め立て地までの産業廃棄物の輸   

  送による排出量 [tCO2/y] 
 
① REC,y = Σi QALFi,y×(CVALFi／CVC)×EFC,y  
 
QALFi,y      y 年におけるプロジェクト活動の代替燃料タイプ i の消費量 [kl, ton/y] 
CVC          y 年における石炭の低位発熱量 [kcal/kl, t, 1000Nm3] 
CVALFi       y 年における代替燃料タイプ i の低位発熱量 [kcal/kl, t, 1000Nm3] 
EFC,y         y 年における石炭燃料の CO2 排出係数 [tCO2/tCoal] 
 
② REINC,y = EFFINC,y×44/12×Σj (RINC,y×Wj,y×FCCj,y×FFCj,y) 

 
EFFINC,y y 年における焼却処理設備の焼却効率 
RINC,y  y 年における産業廃棄物を単純焼却処理する割合 
Wj,y y 年における再資源化工場に投入される産業廃棄物 j の量 [ton/y] 
FCCj,y y 年における産業廃棄物 j に含まれるすべての炭素の割合 [tC/t] 
FFCj,y y 年における産業廃棄物 j に含まれるすべての炭素に占める化石資源由来の炭

素の割合 
 
③ RECH4, y =  φy × �1− fy�× GWPCH4 × (1 − OX) × 16

12
× FCH4 × DOCf,y × MCFy ×

∑ ∑ RLF,x × Wj,xj,ℓ
y
x=1 × Fℓ,x × DOCℓ × e−kℓ(y−x) × �1 − e−kℓ� 

 
φy y 年における不確実性に関する調整係数 
fy y 年に回収されたメタンの内、フレア／燃焼／利用されるメタン割合 
OX 酸化割合 
FCH4 廃棄物処理場ガスのメタンの割合 
DOCf,y y 年における分解性有機炭素の分解される割合 
MCFy y 年におけるメタン補正係数 
Wj,x x 年における再資源化工場に投入される産業廃棄物 j の量 [ton/y] 
RLF,x x 年における産業廃棄物を埋立て処分する割合 
Fℓ,x x 年における産業廃棄物 j に含まれる有機性廃棄物タイプℓの割合 
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DOCℓ 有機性廃棄物ℓの分解性有機炭素の割合 
kℓ 有機性廃棄物ℓの分解速度 
ℓ 有機性廃棄物の分類 
x 廃棄物が埋め立てられた年（x の値は、埋立てが開始された年（x=1）から、

メタン排出量を計算する年（x=y）までの値をとる） 
y     メタン排出量を計算する年 
 
④ RETR,y = Σj｛RINC,y×Wj,y×DINC×EFt｝+ Σj,n｛RLF,y×Wj,y×DLF×EFt｝ 
 
Wj,y y 年における、再資源化工場に投入される産業廃棄物 j の量 [ton/y] 
DINC 産業廃棄物の排出場所から焼却処理場までの距離 [km] 
DLF 産業廃棄物の排出場所から埋め立て処分場までの距離 [km] 

EFt y 年における車種別の CO2 排出原単位 [tCO2/トンキロ] 
 
 

G. プロジェクト排出量の算定 
 
PEy = PEALT,y + PEEC,y + PEFC,y +PETR,y 
 
PEy            y 年におけるプロジェクト排出量 [tCO2/y] 
①PEALT,y     y 年におけるセメント工場での代替燃料消費による排出量 [tCO2/y] 
②PEEC,y      y 年におけるプロジェクト活動による系統電力消費による排出量 [tCO2/y] 
③PEFC,y      y 年におけるプロジェクト活動による化石燃料消費による排出量 [tCO2/y] 
④PETR,y      y 年における産業廃棄物の収集から再資源化工場および代替燃料の出荷か 
                らセメント工場までの輸送による排出量 [tCO2/y] 
 
①-1 (代替燃料の排出係数を測定する場合) 
    PEALT,y(1) = Σi QALFi,y×EFALTi 
 
QALFi,y      y 年におけるプロジェクト活動による代替燃料 i の消費量 [kl, ton/y] 
EFALTi       代替燃料 i の CO2 排出係数 [tCO2/tALT] 
 
①-2 (代替燃料の組成及び仮定の燃焼効率から算定する場合) 
    PEALT,y(2) = EFFCOM,y×44/12×Σi (QALFi,y×FCCi,y×FFCi,y) 
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EFFCOM,y y 年におけるセメント焼成設備の燃焼効率 
QALFi,y     y 年におけるプロジェクト活動による代替燃料 i の消費量 [kl, ton/y] 
FCCi,y y 年における代替燃料 i に含まれるすべての炭素の割合 [tC/t] 
FFCi,y y 年における代替燃料 i に含まれるすべての炭素に占める化石資源由来の炭素

の割合 
 
② PEEC,y = ECPJ,y×EFEL,y×(1 + TDLy) 
 
ECPJ,y y 年におけるプロジェクトによる系統電力の消費量 [MWh] 
EFEL,y y 年における系統電力の CO2 排出係数 [tCO2/MWh]。（CDM の方法論ツー

ル、”Tool to calculate the emission factor for an electricity system” の適用可

能なバージョンを用いて当該ツールで定義している EFgrid,CM,y を計算し、

本パラメータに適用する。） 
TDLy y 年におけるプロジェクトが受電した系統電力の平均的な送電・配電にともな

うロス。（CDM の方法論ツール、“Tool to calculate baseline, project and/or 
leakage emissions from electricity consumption” の適用可能なバージョンを

用いて当該ツールで規定している TDLj,yのデフォルト値を、本パラメータに適

用する。） 
 
③ PEFC,y = ∑ECn,y×NCVn,y×EFn,y 
 
ECn,y y 年におけるプロジェクト活動による化石燃料タイプ n の消費量  

[kl, t, 1000Nm3/y] 
NCVn,y y 年における化石燃料タイプ n の真発熱量 [GJ/kl, t, 1000Nm3] 
EFn,y y 年における化石燃料タイプ n の CO2排出係数 [tCO2/GJ] 
 
④ PETR,y = Σj,p｛Wj,y×DAMT×EFt｝ 
             +Σj,p｛Qy×DCEM×EFt｝ 
 
Wj,y y 年における、再資源化工場に投入される産業廃棄物 j の量 [ton/y] 
Qy           y 年におけるプロジェクト活動による代替燃料の出荷量 [ton/y] 
DAMT 産業廃棄物の排出場所から再資源化工場までの距離 [km] 
DCEM 再資源化工場からセメント工場までの距離 [km] 
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EFp,y y 年における車種別の CO2 排出原単位 [tCO2/トンキロ] 
 
 

H. 排出削減量の算定 
 
ERy = REy -PEy 
 
ERy y 年における排出削減量 [tCO2] 
REy y 年におけるリファレンス排出量 [tCO2] 
PEy y 年におけるプロジェクト排出量 [tCO2] 
 
 
 
 以上は、理論的に可能な CO2 排出削減量の算定方法論となるが、実際にはデータ入

手が困難なパラメタが多いため、本報告書においては CO2 削減量の計算は以下のよう

な概算としてまとめる。 
 
 ERy  = REy -PEy 

 ＝（1.セメント工場での石炭代替分）＋（2.単純焼却代替分） 
  ＋（3.処分場からのメタン発生）－（4.再資源化工場での電力・燃料消費） 
  ＋（5.輸送距離低減分） 
 
 ここで、既述のシナリオ分析結果に基づき、（1.セメント工場での石炭代替分）と（3.
処分場からのメタン発生）はゼロとなる。 
 （2.単純焼却代替分）については、現行焼却されている B3 廃棄物の組成が不明のた

め、焼却による CO2 排出を計算できないが、一般ごみ(スラバヤの計算例 6)において、

プラスチックを 60％と仮定すると、年間約 1,100 トンとなる。 
 （4.再資源化工場での電力・燃料消費）については、アミタ株式会社の日本の工場の

原単位を利用すれば、0.009(t-CO2/t-出荷量)×24,000 トン(出荷量)= 年間 216 トンとな

る。 
 （5.輸送距離低減分）については、昨年度の同調査の報告書から引用し、年間 7,580
トンである。 
 
                                                   
6 平成 26 年度我が国循環産業海外展開事業化促進業務「インドネシア国スラバヤ市における 都市ごみの廃棄物発

電事業」 
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 以上より、CO2 排出削減量は、 
 ERy  = REy -PEy 

 ＝（1.セメント工場での石炭代替分）＋（2.単純焼却代替分） 
 ＋（3.処分場からのメタン発生）－（4.再資源化工場での電力・燃料消費） 
 ＋（5.輸送距離低減分） 

  =  0＋1100＋0－216＋7580 
 ＝  8,464 トン／年 
より年間 8,464 トンと概算される。 
 
 
3.2.4 推定事業費と費用対効果 

 再資源化工場の建設にかかる事業規模は、スラミックス®の生産能力5,000トン／年、

CRM の生産能力 24,000 トン／年と想定した場合、推定 3 億 4 千万円としている。 
 JCM 設備補助率を 30％とした場合、補助額は 1 億 200 万円となる。 
 
 CO2 排出削減の JCM 設備補助に対する費用対効果は、 
1 億 200 万円÷8464 トン＝14,178 円／トン 
 約 1 万 4 千円となる。 
 
 法定多様年数 17 年間の費用対効果は、 
1 億 200 万円÷（8464 トン×17 年）＝834 円／トン 
 1 千円を下回る高い費用対効果となる。 
 
3.2.5 副次的（コベネフィット）効果 

 本事業により廃棄物再資源化を促進することで、様々なコベネフィットが期待できる。 

第一にスラミックス®の利用は、化石燃料の使用量削減に繋がる。また CRM 燃料系は発

熱量があるため燃料代替として使用できる他、セメント原料の粘土代替としても利用出

来るため、天然資源の使用量削減にも寄与する。 

 また、当社が実施するのは「調合」による廃棄物の 100%再資源化であり、再資源化さ

れたセメント代替原燃料は全てセメント製造工程で利用され二次残渣は発生しない。そ

の処理工程は明確であり、廃棄物の適正かつ透明性の高い処理を担保することが可能で

ある。従って単純焼却や埋め立てが主流であると同時に最終処分状況も不明瞭である現

状と比較し、環境負荷低減やより良い環境管理の促進といった効果が期待できる。また

適正かつ透明性の高い廃棄物処理やリサイクル率の向上は、特に同国に進出している日

系含む外資系企業が抱える課題であり、その解決に応えることによって更なる外国投資
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の増加にも繋がる事業であるといえる。 

 さらに、廃棄物の単純埋め立ておよび単純焼却後の焼却灰の埋め立てを回避すること

で、最終処分場の延命効果が得られる。現に我が国では、セメント産業が約 2,850 万ト

ン/年の廃棄物・副産物を受け入れた結果、最終処分場が 8 年延命されたと試算されて

おり、セメント産業での受入量増加により環境負荷低減面での貢献が大きいことが報告

されている（2012 年度実績に基づく）。また、最終処分場の延命化により、発生するメ

タンガスの排出量削減につながると同時に、最終処分場周辺環境への負荷低減にも寄与

するものと推定される。また、2008 年に改正されたインドネシアの廃棄物管理に関する

インドネシア共和国法律（2008 年第 18 号）では最終処分でのオープンダンピングによ

る埋立処理が原則禁止されており、そうした政府方針の実現にも寄与することとなる。 

本事業は B3 廃棄物の受入、処理によりセメント会社が再資源化費用を得ることが出来

るモデルである。つまりセメント会社の新たな収益源確保につながるため、セメント会

社にとって積極的な B3 廃棄物受入のインセンティブとなり得る。本事業モデルが浸透

すれば市場原理に基づく適正価格が設定され、健全なリサイクル市場を形成することに

なり、さらに健全なリサイクル市場の形成は、明確な処理フローの確立、ひいては不適

正処理の排除にも繋がる。 
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3.3 調査のまとめと事業化にあたっての課題 

 これまでの調査にあたっては、現地セメントメーカーとの JV の設立、または B3 廃

棄物処理ライセンスを有する中間処理会社を含めて、EPC によるアミタの設備導入を検

討してきたが、JV 設立にかかる期間や事業リスクの問題、MRV 方法論が複雑であり、

CO2 排出削減量の明確な算定が困難であること、また JCM 設備補助自体の将来の事業

環境の見通し不透明さ等により、今年度や来年度といった直近の将来においては、JCM
スキームを活用した事業化には至らないという結論に達した。 
 一方で、純粋な民間事業投資として、アミタの設備を現地に導入する方向で、具体的

に計画を進めている状況である。 
 
 スラバヤでの事業全体としては、輸送距離の大幅な低減から確実に CO2 削減に資す

るものであり、特に副次的効果の高い事業である。またインドネシアにおいては、未だ

セメント工場において使用される原燃料に対する廃棄物割合が低いため（日本の約半分

に対して、インドネシアは約３分の１程度）、廃棄物の受け入れ余地が大きく、将来の事

業の可能性が十分にあり、事業環境を注視しつつ、現地パートナー候補企業との継続協

議の機会を作っていく予定である。 
 
 



  

  



  

 

 

 

第４章 

北九州市―スラバヤ市都市間連携 

「低炭素化プロジェクト促進に向けた制度検討」 

 

公益財団法人地球環境戦略研究機関 
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4.1 グリーン建築啓蒙賞（GBAA）の制度設計支援 

4.1.1 事業概要 

スラバヤ市は、インドネシア国公共事業・住宅省が平成 23 年に打ち出したグリー

ンシティ構築プログラム（Green City Development Program、以下「P2KH」）の一環

として、平成 25 年にグリーン建築啓蒙賞（Green Building Awareness Award、以下

「GBAA」）を開始し、平成 26 年には第 1 回目の応募・表彰を実施した。GBAA は、ス

ラバヤ市内のビルの省エネルギーや環境改善を推進するインセンティブ制度として

多くのポテンシャルを有していると考えられたため、JCMとの連携可能性について調

査を行った。 

調査の過程で、スラバヤ市が GBAA の考え方を盛り込んだグリーンビルディング条

例（仮称）を策定する方針であることが判明したことから、これに協力するため、イ

ンドネシア国内外の類似制度の情報収集・整理・分析を行い、レポートとして取りま

とめて関連資料とともにスラバヤ市に提出した。 

同条例が施行されると、スラバヤ市における特定規模及び機能を有するビルに同条

例が定める技術基準の履行が義務付けられることになるため、優れた省エネ性能の空

調や照明等の機器の導入ニーズが高まり、JCM設備補助の活用機会が増えることが予

想される。 

今後の展開可能性としては、①同条例と連動した形での JCMの普及啓発の推進とと

もに、②行政機関のビルを対象としたモデル・プロジェクトの実施が考えられる。 

 

4.1.2 事業の背景と目的 

スラバヤ市は、インドネシア国公共事業・住宅省が平成 23年に打ち出した P2KH の

一環として、平成 25 年に GBAA を開始し、平成 26 年には第 1 回目の応募・表彰を実

施した。GBAA は、スラバヤ市内のビルの省エネルギーや環境改善を推進するインセ

ンティブ制度として多くのポテンシャルを有していると考えられたため、JCMとの連

携可能性について調査を行った。 

 

4.1.3 調査方法・スケジュール 

本調査では、当初、日本を含む他の国のグリーンビルディング制度に関する情報収

集・整理を行い、GBAA の改良方法についてコンセプトノートを作成してスラバヤ市

に提案した。その後、スラバヤ市との協議から、同市は今後 GBAA の考え方を盛り込

んだグリーンビルディング条例を策定していく方針であることが分かったため、協力

の方向性を転換し、同市がグリーンビルディング条例を策定するにあたり参考となる

海外のグリーンビルディング制度について収集・整理を行い、提供した。 
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本調査における実施事項とスケジュールを図１に示した。それぞれの実施事項及び

結果の詳細については、「4.1.4 調査結果・成果」を参照されたい。 

 

 

図１．グリーン建築啓蒙賞（GBAA）の制度設計支援に係る実施事項及びスケジュール 

 

4.1.4 調査結果・成果 

（１）情報収集・整理（インドネシア国内） 

インドネシア国内の省エネ及びグリーンビルディング関連施策についての情報収

集は、インドネシアの現地コンサルタントに再委託を行い依頼した。グリーンビルデ

ィング関連施策に関する概要は下記の通り。再委託業務の成果レポートは参考資料

4-1（WORDファイル A4、全 47頁、英文）を参照されたい。 

 

①国のグリーンビルディング関係法令及び施策 

インドネシア政府は、ビル等の建築基準、機能、管理等に関する基本法として「Law 

No. 28/2002」を策定しており、政府規則「Government Regulation No. 36/2005」で

「Law No. 28/2002」の具体的な実施方法を定めている。 

グリーンビルディングに関しては、Law No. 28/2002 及び Government Regulation No. 

36/2005 に基づき、グリーンビルディングに関する諸規則を定めた公共事業・住宅大

臣令「Ministerial Regulation No.02/PRT/M/2015」が平成 27 年に策定されている。 

 

②公共事業・住宅大臣令 No.02/PRT/M/2015 

同大臣令は、グリーンビルディングに関する定義、カテゴリー、満たすべき基準、

手続き、認証等を定めている。また、グリーンビルディングを、定められた技術基準

を履行すべき度合別に、ビルの種類、用途、高さ等に応じて 3 つのカテゴリー（義

務:Mandatory、推奨:Recommended、任意:Voluntary）に分けている。各地方自治体は、

これらの基準を参考に、それぞれグリーンビルディング条例を策定して実施すること

年月

実施事項 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

（１）情報収集・整理（インドネシア国内）

（２）情報収集・整理（海外）

（３）GBAAコンセプトノートの作成・提案

（４）スラバヤ市との協議

（５）成果物の取りまとめ

2015 2016

12 /159 /29
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となっている。 

 

③インドネシア国基準（SNI） 

インドネシア政府は、インドネシア国基準「Indonesia National Standard (SNI)」

を定めており、ビルの省エネ基準も一部含まれている（表１）。これらは履行が推奨

されているが、義務基準ではない。公共事業・住宅大臣令「No.02/PRT/M/2015」では、

ビルのエネルギー効率や水の利用効率において、ISO 規格と並んで参照されている。 

 

表１．インドネシア国基準「Indonesia National Standard (SNI)」のうち、ビルの省エネに関する基

準例。Misna. Andriah Feby (2014)1を一部改変 

ビルの省エネ基準項目 SNI 

ビルの外皮の省エネ（OTTV & RTTV < 35 W/m2） SNI 03-6389-2011 

ビルの空調システムの省エネ（温度: 24oC - 27oC、湿度： 60% ± 5%） SNI 03-6390-2011 

ビルの照明システムの省エネ（オフィス、住宅、工場、病院、モール等

の光強度） 

SNI 03-6197-2011 

 

④グリーンビルディング構築プログラム（P2KH） 

公共事業・住宅省は、グリーンシティ構築プログラム（P2KH）を平成 23 年に開始

した。P2KH はグリーンシティの構築に関して地方自治体が実施すべき事項をとりま

とめており、8分野からなる構成要素の一つがグリーンビルディングである。同プロ

グラムは、2つの段階的なフェーズ（平成 23～26年、平成 27～31年）からなってい

る。 

第 1フェーズ（平成 23～26 年）では、地方自治体がビルの建築に関する条例（Local 

Regulation: PERDA）を策定することを支援している 2。第 2 フェーズ（平成 27～31

年）では、特に大都市部及び国家戦略地区（National Strategic Area: KSN）を擁す

る地方自治体のキャパシティ向上を目的としており、平成 27 年に公共事業・住宅省

は 3つの地方自治体（バンドン市、スラバヤ市、マカッサル市）をグリーンビルディ

ングの推進に係るパイロット都市に指定した 3。 

P2KH では、まず政府ビルを対象にグリーンビルディング基準を適用し、グリーン

ビルディングの普及や職員の対応能力育成等のロールモデルとすることを奨励して

                                                   
1 Misna. Andriah Feby (2014) Energy efficiency of buildings in Indonesia. Presentation at IEA’s Webinar 2 Capacity Building 

& Construction Transformation in Emerging Economies. Paris, IEA: 22 May 2014. 
2 PU-net (2013) Kementerian PU Beri Lima Dukungan Untuk Green Building: 

http://103.12.84.200/berita/8469/Kementerian-PU-Beri-Lima-Dukungan-Untuk-Green-Building 
3 BISNIS (2015) Tiga Kota yang Jadi Percontohan Bangunan Hijau: 

http://economy.okezone.com/read/2015/05/06/470/1145548/tiga-kota-yang-jadi-percontohan-bangunan-hijau 
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いる。例えば、公共事業・住宅省は、グリーンビルディングの普及策の一環として、

同省の本庁舎のグリーンビルディング化を図り、Green Building Council Indonesia4

が作成したビルの環境認証制度である GREENSHIPのプラチナ認証（最高位）基準を獲

得している 5。 

 

⑤インドネシアにおける地方自治体のグリーンビルディング条例 

ジャカルタ都は、インドネシアの地方自治体の中で初めてグリーンビルディングの

考え方を法令の形で施行したグリーンビルディング条例（Governor Regulation No. 

38/2012）を策定した。ジャカルタ都は、当初、ジャカルタ都知事条例（Governor 

Regulation No. 36/2005）に基づき、PERDAに当たるビル建築に関する地方自治体条

例（Local Regulation No. 7/2010）を策定し、都知事がグリーンビルディングに関

する基準や技術的な要件を定めるよう指定した。そして、その指示に従って策定され

たのが「Governor Regulation No. 38/2012」である。同条例は、特定の規模・機能

の新築及び既存のビルに対して法的拘束力を有している。 

ジャカルタ都とスラバヤ市以外では、P2KH でグリーンビルディングの推進に係る

パイロット都市に指定された他の 2都市（バンドン市、マカッサル市）もグリーンビ

ルディング条例の策定に取り掛かっている。ジャカルタ都の条例策定には国際金融公

社（International Finance Corporation: IFC）が支援を行っており、バンドン市、

マカッサル市の条例策定にも IFCがそれぞれ策定を支援している。IFCはスラバヤ市

についても支援の打診を行っているが、双方の条件が合わなかったため、スラバヤ市

は独自に（または他の補助機関の支援を得て）グリーンビルディング条例の策定を進

めないといけない状況である。 

 

⑥スラバヤ市グリーン建築啓蒙賞（GBAA） 

スラバヤ市のグリーン建築啓蒙賞は、P2KH の一環として平成 25年にスラバヤ市が

開始したグリーンビルディング推進施策である。同制度は、GREENSHIPを基にスラバ

ヤ市とスラバヤ工科大学が協力して作成したもので、市主催の事業者向けセミナー等

を通じてビル・オーナーに同制度の概念について理解を促し、参加者の募集及び表彰

が平成 26年に行われた。 

初回応募を行った対象建築物は、既存の建物のうち、２つのカテゴリー（カテゴ

リー１：床面積が 2,500m2あるいは 4階建て以上の商業施設、カテゴリー２：行政の

建物）に該当するビルに限定された。応募は任意で、平成 26 年に行われた第１回目

                                                   
4 Green Building Council Indonesia: http://www.gbcindonesia.org/ 
5 Ministry of Public Work and People Housing (2015) Best Practice Hemat Energi dan Air di Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat. Presentation at Investment Forum of EBTKE Connex. Jakarta, 20 August 2015. 
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は 175のビルが応募した。 

申請したビルは、下記の評価・選考手順に従って評価され、最終的に 12 の建物（4

つのビル区分（ホテル、アパート、ショッピングモール、オフィスビル）それぞれで

総合評価が高かった上位 3 つ）が表彰された 6。 

・ ステップ１：評価者による外観検査 

・ ステップ２：自己診断：6 つの評価クライテリア（①周辺環境整備、②省エネ、③

節水、④廃棄物削減、⑤屋内環境、⑥維持管理）からなる質問項目を自己分析（5

段階評価） 

・ ステップ３：プレゼンテーション、評価者による訪問検査 
 

（２）情報収集・整理（海外） 

①主な東南アジア各国におけるグリーンビルディング制度 

多くの国では、ビルを建設する際、国が定めているビルの建築制度や基準に則って

建設することが求められているが、そのような制度や基準に環境への配慮及び省資源

化をビルのデザイン、建設、運営、メンテナンスに適用するというグリーンビルディ

ングの考え方を取り込む傾向が世界的に広まっている。グリーンビルディングの法制

度は、大まかに次の二通りに分けることができる：（a）規則または条例の形で一定の

環境基準を満たすことを求める法令型（例えば、カリフォルニア州の CALGreen7）と、

（b）ビルの環境性能を第三者評価によって認証する認証システム（例えば、アメリ

カの LEED8、イギリスの BREEM9、オーストラリアの Green Star10、日本の CASBEE11）

である。 

主要な東南アジア各国（平成 28 年 2 月現在で GDP が上位 5 位までの国）では、す

べての国が程度の差こそあれグリーンビルディングの考え方を盛り込んだ建築許認

可法制度を有している。これらのうち、シンガポールのみが認証システム（BCA Green 

Mark12）を採用しており、その他の国は法令型を採用している。また、4 カ国（フィ

リピン、シンガポール、タイ、ベトナム）は法的拘束力のある義務規則を国レベルで

施行している（表２）。なお、シンガポールでは、義務規則である認証システムを国

の機関（建築建設局：BCA）が策定・運用しているが、法令型を採っている国でも民

間の機関が任意参加のグリーンビルディング認証システムを構築して運用してい

                                                   
6 Surabaya City (2014) Laporan Pelaksanaan Surabaya Green Building Awareness Award (GBAA) 2014 
7 California Green Building Standards Code (CALGreen): http://www.bsc.ca.gov/Home/CALGreen.aspx 
8 Leadership in Energy and Environmental Design (LEED): http://leed.usgbc.org/ 
9 Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEM): http://www.breeam.com/ 
10 Green Star: https://www.gbca.org.au/green-star/ 
11 Comprehensive Assessment System for Building Environment Efficiency (CASBEE): http://www.ibec.or.jp/CASBEE/ 
12 BCA Green Mark: A green building rating system developed by the Building and Construction Authority (BCA): 

http://www.bca.gov.sg/greenmark/green_mark_buildings.html 
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る：インドネシアの GREENSHIP13、フィリピンの BERDE14、マレーシアの GREEN BUILDING 

INDEX15及び GreenRE16、タイの TREES17、ベトナムの LOTUS18。 

 

表２．東南アジア主要各国におけるグリーンビルディング制度の概要 

国 

制度タイプ 義務の

有無（有

／無） 

法制度 
法令 

認証シ

ステム 

インドネ

シア 
○  無 

Ministerial Regulation No. 2/PRT/M/2015 on 

Green Building (2015) 

マレーシ

ア 
○  無 

Code of Practice on Energy Efficiency and Use of 

Renewable Energy for Non-Residential Building 

(MS 1525:2007) 

フィリピ

ン 
○  有 

The Philippine Green Building Code. A Referral 

Code of the National Building Code of the 

Philippines (P.D. 1096) (2015) 

シンガポ

ール 
 ○ 有 BCA Green Mark19; Building Control Act 

タイ ○  有 

Ministerial Regulation Prescribing Type or Size of 

Building and Standard, Rule and Procedure for 

Designing of Energy Conservation Building, B.E. 

2552 (2009) 

ベトナム ○  有 Building Code of Vietnam, Building Control Decree 

 

②地方自治体のグリーンビルディングの条例 

東南アジア主要国のうち、マレーシア、タイ、シンガポール、ベトナムはいずれも

中央政府がビルの建築制度を施行して管理する中央集権的な方法を採用している一

方、フィリピンは、インドネシアと同様に、中央政府及び地方自治体の両方でビルの

建築に関する法令が存在している。 

フィリピンでは、ケソン市で最初のグリーンビルディング条例が施行されている。

同市は平成 21年にグリーンビルディング条例（Ordinance No. SP-1917）を採択、そ

の後、同条例の実施規則を定めた「Implementing Rules and Regulations (Part I)」

                                                   
13 GREENSHIP: A green building rating system developed by the Green Building Council Indonesia (GBCI): 

http://www.gbcindonesia.org/greenship 
14 Building for Ecologically Responsive Design Excellence (BERDE): A green building rating system developed by the 

Philippine Green Building Council (PHILGBC): http://berdeonline.org/ 
15 GREEN BUILDING INDEX: http://new.greenbuildingindex.org/ 
16 GreenRE: A green building rating system developed by the Real Estate & Housing Developers' Association Malaysia 

(REHDA): http://www.greenre.org/ 
17 Thai's Rating of Energy and Environmental Sustainability (TREES): A green building rating system developed by the Thai 

Green Building Institute (TGBI): http://www.tgbi.or.th/trees.php 
18 LOTUS: A green building rating system developed by the Vietnam Green Building Council (VGBC): 

http://www.vgbc.org.vn/index.php/pages/green-building 
19 Building and Construction Authority Green Mark Scheme: http://www.bca.gov.sg/greenmark/green_mark_buildings.html 
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を平成 22 年に策定している。最近では、マンダルヨン市がグリーンビルディング条

例（Ordinance NO. 535, S–2014）を平成 26年に IFCの支援を得て策定・施行してい

る 20。 

ケソン市、マンダルヨン市のグリーンビルディング条例はいずれも特定の規模・機

能を有するビルに対して履行を義務化している。ケソン市の条例は、標準的な建築許

認可を発行するにあたり最低限のグリーンポイント（50 ポイント）を獲得しないと

いけない認証システムを採用している 21。一方、マンダルヨン市の条例は、ビルの建

築主が事前順守証明書（Pre–Compliance Certificate：GBPCC）及びグリーンビルデ

ィング順守証明書（Green Building Compliance Certificate：GBCC）を取得しない

といけない法令型を採用している 22。 

 

（３）整理・分析結果 

以上の情報収集・整理結果を基に、下記の国・都市のグリーンビルディング関連制

度の基準・要件についてさらに詳細な比較を行った。そのような詳細な比較表を作る

ことにより、スラバヤ市が独自のグリーンビルディング条例を作成する際に参考にし

てもらうことも意図した。シンガポールとセブ市は認証システムで法令型の制度との

比較が難しかったため比較表に含めなかった。 

・ 国レベル：インドネシア、フィリピン、マレーシア、タイ 

・ 自治体レベル：ジャカルタ都（インドネシア）、マンダルヨン市（フィリピン） 

 

異なるグリーンビルディング制度及び基準の各フェーズにおける基準・要件の有無

の比較を表３に示した。より詳細な EXCELの比較表も作成してスラバヤ市に提出した

が、データ量が多いため本報告書への掲載は割愛させて頂く。 

比較分析により抽出された主な特徴及び留意事項は以下の通り： 

・ 公共事業・住宅大臣令（Ministerial Regulation No. 2/PRT/M/2015）は、グリー

ンビルディングに必要とされる幅広い基準・要件（計画、デザインの技術基準、

建設、利用、取り壊し）を網羅している。 

・ 公共事業・住宅大臣令とジャカルタ都知事規則（Governor Regulation No. 38/2012）

では、特に「エネルギーの効率的利用」について類似した要件を課している。い

ずれも詳細については SNI を参照するよう指示している一方、公共事業・住宅大

                                                   
20 Philippines: IFC helps Mandaluyong set green building ordinance: 

http://www.asiagreenbuildings.com/8447/philippines-ifc-helps-mandaluyong-set-green-building-ordinance/ 
21 Implementing Rules and Regulations (Part I) – Green Building Infrastructure: 

http://quezoncity.gov.ph/index.php/component/content/article/94/342-implementing-rules-and-regulation-for-green-inf

rastructure 
22 ORDINANCE NO. 535, S–2014 Green Building Regulation of Mandaluyong City and its Implementing Rules and 

Regulations: http://www.mandaluyong.gov.ph/updates/downloads/files/merged.pdf 
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臣令は ISO も参照するように指示したり、より高い OTTV/RTTV 基準定めたりする

など、より高い基準を示している。このことから、公共事業・住宅大臣令はジャ

カルタ都知事規則と最新の SNI基準を参照して作られたものと思われる。 

・ ジャカルタ都知事規則は、「デザインの技術基準」（特に「エネルギーの効率的利

用」と「水の効率的利用」）に主に焦点を当てて構成されている。一方、公共事業・

住宅大臣令と比べると「建設」の基準・要件は少なく、「計画」、「取り壊し」の基

準・要件については含まれていない。 

・ ジャカルタ都知事規則は、公共事業・住宅大臣令の「利用」の要件に当たる、既

存のビルの技術基準について詳細な基準・要件を提示している。その中には、保

全計画の策定と提出、エネルギー及び水の消費量のモニタリングと 12ヶ月毎の当

局への提出が含まれている。 

・ 他の国・自治体のグリーンビルディング法令は、ジャカルタ都知事規則よりもさ

らにシンプルで基準・要件が少なく、主に「エネルギーの効率的な利用」に焦点

を当てている。公共事業・住宅大臣令と比較するとその差はより歴然である。 

・ 国によって技術基準は異なっているため、それぞれの基準は単純に比較できない

ものが多いが、国・都市間を比較することにより、次のような利点がある：①各

国・都市の制度の全体的な構成や対象を把握できる、②インドネシアの法令や基

準が採用していない（検討価値がある）基準・要件のアイディアを得ることがで

きる、③条例の構成や形式を検討する際の参考になる。 

・ 公共事業・住宅大臣令には含まれていないが、他の国・都市の法令に含まれてい

て検討価値があると思われた基準・要件には以下が含まれる： 

 自転車駐輪場及びシャワー施設の提供（ジャカルタ都） 

 再生可能エネルギー及び持続可能なデザイン（タイ、マレーシア） 

 認証の提供（マンダルヨン市） 

 高さ制限や税制優遇等のインセンティブの提供（マンダルヨン市） 

 

 

 

 



 Ⅳ-10 
（第 4 章） 

表３．公共事業・住宅大臣令（Ministerial Regulation No.02/PRT/M/2015）を基にした、異なるグリーンビルディング制度及び基準の各フェーズにおける基準・要件の有無の比

較（より詳細な表は EXCEL ファイル「Green Building Code Summary」を参照されたい） 

フェーズ 求められる基準・要件 

インドネシア フィリピン タイ マレーシア 

Ministerial 
Regulation 
No.02/PRT
/M/2015 

Indonesia 
National 
Standard 

(SNI) 

Governor 
Regulation 

No. 
38/2012 

The 
Philippine 

Green 
Building 
Code 

2014 Green 
Building 

Regulation of 
Mandaluyong City 

(ORDINANCE 
NO. 535, S–2014) 

Ministerial Regulation 
Prescribing Type or 
Size of Building and 

Standard, Criteria and 
Procedure in 

Designing Building for 
Energy Conservation 

(B.E. 2552, 2009) 

Code of Practice on 
Energy Efficiency 

and Use of 
Renewable Energy 
for Non-Residential 

Building (MS 
1525:2007) 

計画 1) 建設用地の持続可能性 ●       

2) 建設対象ビルの特定 ●       

3) グリーンビルディングに求められる基準 ●       

4) 事業の実施方法 ●       

5) 実現可能性調査の実施 ●       

デザイ
ンの技
術基準 

1) 建築用地の措置 

 a. ビルの方角 ●      ● 

 b. 建設用地の措置 ●   ●    

 c. 有害・有毒廃棄物で汚染された土地の措置 ●       

 d. 緑地の確保  ●  ● ● ●   

 e. 歩道の設置 ●  ●     

 f. 基礎の措置 ●       

 g. 駐車場の設置 ●       

 h. 屋外または庭園の照明 ●       

 i. 建築物の上部または下部に建築する場合の措置 ●       

2) エネルギーの効率的利用 

 a. 外皮システム ● ● ● ● ● ● ● 

 b. 換気システム ● ● ● ● ●  ● 

 c. 空調システム ● ● ● ● ● ● ● 

 d. 照明システム ● ● ● ● ● ● ● 

 e. 移動システム ● ● ● ● ●   

 f. 電装システム ● ● ● ● ● ● ● 

3) 水の効率的利用 

 a. 水資源 ● ● ● ● ●   

 b. 水の消費 ● ● ● ● ●   

 c. 節水衛生設備 ● ● ● ● ●   

4) 室内空気質 

 a. 禁煙 ●   ● ●   

 b. CO2及び CO の制御 ●  ●     

 c. 冷却材の制御 ●  ●     
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5) 環境に配慮した資材の利用 

 a. 有害物質の利用制御 ●  ● ●    

 b. 環境認証資材（エコラベル） ●       

6) 廃棄物管理 

 a. 3R の導入 ●       

 b. 廃棄物管理システム ●  ● ● ●   

 c. 廃棄物発生量記録システム ●       

7) 排水管理 

 a.排水管理施設の設置 ●  ●     

 b.排水の再利用 ●       

建設 1) グリーン建設プロセス 

 a. グリーン建設実施手順 ●       

 b. 建設用機材の最適化 ●       

 c. 建築廃材の管理 ●  ●     

 d. 建設時の排水管理 ●  ●     

 e. 建設時の省エネの実施 ●       

2) グリーン配慮行動 

 a. 建設時の健康・安全管理システム (SMK3) ●  ●     

 b. 環境に配慮した行動 ●       

3) グリーン供給プロセス 

 a. 建築用材 ●       

 b. サプライヤー、最委託者の選定 ●       

 c. 消費エネルギーの節減 ●       

利用 1) グリーンビルディングの運営に係る組織と管理 ●       

2) 運用基準・手順（SOP）の活用 ●  ●     

3) ビル利用者のためのガイドラインの準備 ●       

取り壊
し 

1) ビルの取り壊し手順 ●       

2) 環境フットプリントを残さないための環境回復努力 ●       
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（４）GBAA コンセプトノートの作成・提案 

当初、本事業では、既存の GBAA 制度の仕組や課題を整理し、JCM との連携可能性

を検討した。その結果、簡単な CO2モニタリング・スキームを既存の GBAA 制度に追

加することにより、よりビルの CO2削減インセンティブを向上させ、制度全体として

の機能を向上させることが有効だと考えられたため、コンセプトノートを作成してス

ラバヤ市に平成 27 年 8 月に提出した（WORD ファイル A4、全 8 頁、英文：参考資料

4-2）。 

 

（５）スラバヤ市との協議 

①1 回目協議 

【日時】平成 27 年 9月 29日（火）10：30～12：00 

【場所】スラバヤ市庁舎公共事業局 

【参加者】9名 

・ スラバヤ市公共事業局：Ema Agustina、Reinhard、他 3名 

・ スラバヤ市開発計画局：Ken Wahyuni、Erisa Nandatami、他 1名 

・ 地球環境戦略研究機関：日比野 浩平 

【目的】 

事前にスラバヤ市に送ったコンセプトノートの内容及び今後の進め方についてフ

ィードバックを得るため、開発計画局（Bappeko）と協議を行ったところ、GBAA の

所管が公共事業局（Cipta Karya）に変更になったことが判明したため、公共事業局

と協議を行って現状の確認と今後の進め方について協議を行った。 

【協議概要】 

・ GBAA はスラバヤ市の「グリーンシ都市マスタープラン」の一つであり重要。開発

計画局は政策・戦略を担当しており、同制度の策定までを担当。平成 26年に実施

したことを踏まえ、今後は同市のビルの空間計画や建設許認可を担当している公

共事業局が今後担当することになった。（開発計画局） 

・ 同市における既存のビル建築許可条例「No.7/2009」23は、ビルを新規に建築する

際に必要な許認可の手続きについて定めている。同条例には、グリーンビルディ

ングの考え方が一部盛り込まれているが、具体的ではなく実効性が伴っていない。

（公共事業局） 

・ 今後、同条例を更新してグリーンビルディングの考え方を盛り込む予定。平成 28

年度予算を使って、平成 28 年 1月から新制度草案に取り掛かり、平成 28年 12月

までに完成させる見込み。（公共事業局） 

                                                   
23 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA: http://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perda_153.pdf 
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・ 同条例の更新作業にあたっては、公共事業局のビルの専門家チームが中心になっ

てドラフトを作成する。（公共事業局） 

・ 同条例の更新作業が完成し施行されると、スラバヤ市において新規に建設される

ビル全てにグリーンビルディングのコンセプトが適用されることになる。既存の

（古い）ビルへの適用は将来の課題。（公共事業局） 

・ 他の国における同様な事例を収集・整理して提供することを IGES が提案し、制度

構築に協力することで合意。同作業にあたっては、できるだけ現実的（シンプル、

簡単、低コスト）な事例を優先するようにとの注文があった。 

・ 今後 GBAA の公募・表彰を行う予定は当面なく、制度設計を変更する予定もない。

→IGESから提案した GBAAに CO2モニタリングを追加する提案（コンセプトノート）

については断念し、条例策定支援を優先させることとなった。 

 

②2 回目協議 

【日時】平成 27 年 12月 15日（火）9：30～12：00 

【場所】スラバヤ市庁舎公共事業局 

【参加者】6名 

・ スラバヤ市公共事業局：Ema Agustina、Reinhard、他 1名 

・ スラバヤ市開発計画局：Arum Safitri Rahayu、Erisa Nandatami 

・ 地球環境戦略研究機関：日比野 浩平 

【目的】 

スラバヤ市のグリーンビルディング条例の状況についてヒアリングを行うとと

もに、今年度提出する成果物のイメージを共有するため、他の国のグリーン建築制

度を整理した途中成果のサンプル資料を基に協議を行ったもの。 

【協議概要】 

・ 地方自治体の条例には、①Local Regulation (PERDA)と②Mayor Regulation 

(PERWALI)の 2 通りがあり、既存の条例「No.7/2009」は①に当る。①の方が上位

で策定・改定には市の最高意思決定手続が必要だが、②はより簡易な手続（短期

間）で策定が可能な附則的な位置づけ。新たに作成するグリーンビルディング条

例は、より早く策定できる②として作成する予定。（公共事業局） 

・ グリーンビルディング条例を作成するにあたっては、当初、IFCから作成支援要請

があったが、条件面で折り合わなかったため、市費でドラフトの作成をはじめて

いる。ただし、市費のみでは専門家の招聘や会議開催費用等が捻出できない。（公

共事業局） 

・ 最初は基本的な事項（政府が出したガイドラインや基準等）を基に簡単な制度で
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スタートし、状況を見て発展させていきたい意向。（公共事業局） 

・ サンプルとして示した既存のグリーンビル法制度の整理表（EXCEL）の形式につい

ては、制度構築の際に便利で活用できそうとのことで、提示どおりの方向性でよ

いとの了承が得られた。 

 

（６）成果物の取りまとめ・提出 

スラバヤ市との協議に基づき、インドネシア国内外のグリーンビルディング制度の

現状・課題について整理・分析し、JCMとの連携可能性について述べたレポート（WORD

ファイル A4、全 10頁、英文：参考資料 4-3）及び付随する詳細な EXCELの比較表（デ

ータ量が多いため本報告書への掲載は割愛）を公共事業局に平成28年2月に提出した。 

 

4.1.5 制度化に向けた検討及び JCM との関連性 

（１）制度化の向けた可能性及び課題 

GBAAの公募・表彰が平成 26年に実施されて以降、その後の実施見通しは立ってい

ないが、強制力の強いグリーンビルディング条例に考え方が盛り込まれることになっ

た。これらは関係法令や P2KH に沿って実施されているものであり、スラバヤ市はす

でにグリーンビルディング条例のドラフト作成に着手し平成 28 年度中の完成を目指

しているため、遅かれ早かれ実現する可能性は高いと考えられる。 

インドネシア国内外のグリーンビルディング制度のレビューを通して、スラバヤ市

がグリーンビルディング条例を作成するにあたり、以下のような課題が抽出された。 

 

・ ジャカルタ都、バンドン市、マカッサル市との比較・競争： スラバヤ市が作る

グリーンビルディング条例は、Governor Regulation No. 38/2012及び Ministerial 

Regulation No.02/PRT/M/2015 がそれぞれ平成 24年と平成 27 年に策定された後、

インドネシアの地方自治体で初めてのグリーンビルディング条例になる可能性が

高いため、これらの指針及び先行事例を参照して、Governor Regulation No. 

38/2012 よりも進んだ内容になることが暗に期待されていると考えられる。一方、

バンドン市、マカッサル市も同時にグリーンビルディング条例の策定を進めてい

るため、競争ではないとはいえ、パイロット都市に指定された 3 都市は比較対象

にされることが想定される。バンドン市、マカッサル市はともに IFCから技術的・

資金的な支援を得ているため、優位な立場にあると言える。他方で、スラバヤ市

は IFC からの指示や要件に従わなくてよいため、よりスラバヤ市に適した条例を

策定しやすい立場にあると考えられる。 

・ 実行キャパシティ： グリーンビルディング条例の策定には、条例自体の準備以

外に、条例の確実な執行を担保するためのシステムや体制作りを同時に進める必
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要がある。そのため、条例に記載すべき事項は、それらも含めた実行キャパシテ

ィと妥当性を慎重に吟味して盛り込む必要がある。 

・ 既存ビルを対象とする可否： スラバヤ市のグリーンビルディング条例の対象が

新規ビルのみであれば、スラバヤ市における現行のビル建築許認可手順（計画確

認（SKRK）、建築許可（IMB）、機能証明（SLF））と大きく異ならないと考えられる

が、既存ビルも含める場合は、新たな部署（運営管理部）の設置をはじめ、モニ

タリング、評価、調査、監督等の新たな必要事項が追加されることが考えられる。

既存ビルを対象とすることは環境保全及び GHG 排出量削減の観点からは有益であ

るが、同時に、検査対象件数が大幅に増加することも意味する。そのため、スラ

バヤ市の実行キャパシティが限定的であるのであれば、新規ビルのみを対象に開

始し、段階的に既存ビルも対象にしていくことが考えられる。 

・ コスト／利益バランス： ビル建設時に満たすべき基準・要件が多すぎる、また

は、高度すぎる場合は、初期投資額が高騰しビル建設者の負担が増える。一方、

あまりに基礎的な基準・要件だけに限定してしまうと、ビル建築者及び一般市民

はランニングコストの低減や環境の改善といったグリーンビルディングの利点を

享受できなくなる。そのため、専門家のヒアリングを通じてコスト／利益を相殺

できる適切な技術基準を見極めることが重要である。 

・ 活動資金の確保： スラバヤ市は、IFCの支援を得ないで独自で（または他の補助

機関の支援を得て）グリーンビルディング条例を策定する必要がある。条例自体

の準備は、参照すべき基準等（Governor Regulation No. 38/2012、SNI、Ministerial 

Regulation No.02/PRT/M/2015）があるため、あまり資金はいらないと思われるが、

ドラフトのレビュー、専門家や民間機関のヒアリングやワークショップ開催、市

職員の訓練や能力育成、テスト及びシステム構築等には一定の資金が必要になる

ことが考えられるため、これらの活動資金確保が課題である。 

 

（２）JCMとの関連性及び活用の可能性 

スラバヤ市でグリーンビルディング条例が施行されると、今後、一定の規模・用途

のビル全てが同制度の技術基準を満たす必要が生じるため、これまでの任意参加だっ

た GBAA に比べると対象ビルも大幅に増えることが予想される。それにより、ビルセ

クターにおいて優れた省エネ性能の空調や照明等の機器の導入ニーズが高まり、JCM

設備補助の活用機会が増えることが予想される。 

今後、同条例と連動した形で JCM案件化を進めるためには、同条例の担当窓口であ

る公共事業局のみならず、ビルの建築業界、不動産会社、ホテルチェーン等の関係者

に対して、ビルの省エネにおける JCMの活用についてさらに理解を深めてもらうこと

が必要である。例えば、これまで設備補助の採択を受けた各種ビルの省エネ機器につ
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いて、具体的な設備投資額、CO2 削減量、投資回収期間等の事例を整理して紹介する

冊子を作って配布すると、JCMを活用して優れた省エネ機器を導入する際の具体的な

イメージを持ってもらいやすくなると考えられる。 

スラバヤ市における今後の展開可能性としては、P2KHでも奨励されているように、

まずは政府ビルを対象にグリーンビルのモデル・プロジェクトを実施し、同条例の適

用に JCMを連動させ、グリーンビルディングの適用及び職員の対応能力育成のロール

モデルとすることが考えられる。 

 

4.2 低炭素化プロジェクトのモデル化 

4.2.1 事業概要 

スラバヤ市において次年度以降の JCMの事業展開及び事業を面的展開させる仕組の構

築について検討するため、スラバヤ市と協議を行った。その結果、インドネシア政府か

ら JCMにおける同市の役割や立場を証するオフィシャル・レターが発行されていないこ

とが最大の課題として指摘された。そのため、当該課題の解決を目的に必要な調整を行

った。 

調整の結果、経済担当調整大臣府からスラバヤ市長宛にオフィシャル・レターが発行

されたため、当初の目的は達成された。この問題は都市間連携を基にした JCM案件形成

調査（FS）を実施している他のインドネシアの都市にも当てはまるため、今後、他の都

市にも同様な対応が望まれる。 

今後のスラバヤ市における JCMの面的展開の可能性については、①グリーンビルディ

ング条例との連携、②スラバヤ市グリーン都市マスタープランとの連携が有効な方策だ

と考えられた。 

 

4.2.2 事業の背景と目的 

スラバヤ市における都市間連携を基にした JCM FSは今年度で 3年目に入るため、当初

は、過去 2年間の実績と経験を踏まえ、同市において JCM事業を面的展開させる新たな

仕組の構築または広報等のあり方について調査・検討することを目的とした。しかし、

スラバヤ市にヒアリングを行った結果、JCM 事業の面的展開以前の課題として、インド

ネシア政府から JCMにおける同市の役割や立場を証するオフィシャル・レターが発行さ

れていないため、今後 JCM の事業が同市で具体化した際に行政として適切なサポートを

行えない可能性があることが判明した。そこで、方針を転換し当該課題の解決を目的に

必要な調整を行った。 
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4.2.3 調整方法・スケジュール 

（１）スケジュール 

本取組では、スラバヤ市が要望するインドネシア国中央政府からの JCMにおける同

市の立場を明記したオフィシャル・レターの発行を実現させるため、インドネシア

JCM 事務局及び経済担当調整大臣府と必要な調整を行ったほか、今後の同市における

JCM の展開可能性についてスラバヤ市と協議を行った。本調査の実施事項とスケジュ

ールを図２に示した。 

 

 
図２．スラバヤ市の JCM における立場を証するレターの発行・調整に係る実施事項及びスケジュ

ール 

 

（２）スラバヤ市との協議 

【日時】平成 27 年 9月 28日（月）10：30～12：30 

【場所】スラバヤ市開発計画局 

【参加者】8名 

・ スラバヤ市庁舎開発計画局：Dwija Gede、Ken Wahyuni、Arum Safitri Rahayu、

Korviantika、Erisa Nandatami 

・ スラバヤ市国際交流局：Rahmasari 

・ 北九州市：綾部征一朗 

・ 地球環境戦略研究機関：日比野浩平 

【目的】 

今後のスラバヤ市における JCM の新規事業発掘及び面的展開の可能性について

スラバヤ市と協議を行った。 

【協議概要】 

・ スラバヤ市で実施した過去 2年間の JCM FSの成果や経験を踏まえ、来年度以降の

JCMの事業化及び面的展開に関するスラバヤ市の要望及びニーズについて伺った。 

・ JCM には興味があり、特に FS 後の事業化プロセスがどのようになるかについて理

年月
実施事項 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

（１）スラバヤ市との協議

（２）関係機関との調整、レター（案）の作成

（３）経済担当調整大臣府との協議

（４）スラバヤ市とのフォローアップ協議

2015 2016

9/28

11/10

1/1411/12
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解を深め、きちんと対応していきたいと考えているが、現状ではスラバヤ市の役

割や権限が不明瞭なので主体的に動きにくい。（スラバヤ市） 

・ インドネシアでは、JCMのような国際案件は中央政府が実施することになっており、

地方自治体が関与するためには、地方自治体の役割や立場を明確にしたフォーマ

ル・レターが必要。（スラバヤ市） 

・ レターがあると、今後の JCM に関するあらゆる実務が市としてやりやすくなり、

市長も指示を出しやすくなる。（スラバヤ市） 

・ これまでは FSだったため問題なかったが、今後モデル事業等で JCM事業が具体化

され、市内で面的展開を図っていくためには、このフォーマル・レターの存在が

必須になってくるため、まずは、その発行についてインドネシア JCM 事務局等と

の調整を北九州市と IGESにお願いしたい。（スラバヤ市） 

・ レターは、インドネシア JCM 事務局を所管する中央省庁からスラバヤ市長宛に発

行されるようにしてほしい。（スラバヤ市） 

・ レターの内容について確認。→レターのドラフトをIGESが作成してスラバヤ市（国

際交流局）と調整した上でインドネシア JCM事務局と協議することに。 

 

（３）関係機関との調整、レター（案）の作成 

スラバヤ市との協議結果を踏まえ、インドネシア JCM事務局にオフィシャル・レタ

ーが必要な旨を説明し、レター（案）を作成した。スラバヤ市の確認・修正を経て、

インドネシア JCM 事務局とレターの内容及び発行手順について調整を行った。 

 

（４）経済担当調整大臣府との協議 

【日時】平成 27 年 11月 10日（火）11：30～11：40 

【場所】Hotel Santika Premiere Bintaro 

【参加者】7名 

・ インドネシア政府：Rizal Edwin Manansang（経済担当調整担当大臣府）、Dicky 

Edwin Hindarto（インドネシア JCM事務局） 

・ スラバヤ市国際交流局：Yunuar Hermawan 

・ 北九州市：石田 謙悟 

・ 地球環境戦略研究機関：片岡 八束、日比野 浩平 

・ その他：JICA専門家（市原 純） 

【目的】 

平成 27 年 10月 9日・10日にジャカルタで開催された日尼両政府による JCMの第

5 回合同委員会（JC）において、経済担当調整大臣府の JCM 担当者とサイドミーテ

ィングを行い、レターの発行について説明・依頼を行った。 
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【協議概要】 

・ レターは、事前に提示した案を基にインドネシア語で作成され、副大臣（Deputy 

Minister）がサインする予定であること、発行時期はできるだけ早急に対応する

ことが確認された。（経済担当調整担当大臣府） 

・ インドネシア JCM 事務局より、平成 27年 12月 16日～17日にスラバヤ市のスラバ

ヤ工科大学（ITS）で JCMワークショップを開催する方向で ITSと調整中との話が

あった。（インドネシア JCM 事務局） 

 

（５）スラバヤ市とのフォローアップ協議（①） 

【日時】平成 27 年 11月 12日（木）13：00～15：00 

【場所】スラバヤ市開発計画局 

【参加者】7名 

・ スラバヤ市庁舎開発計画局：Dwija Gede、Arum Safitri Rahayu、Korviantika  

・ スラバヤ市国際交流局：Rahmasari 

・ 北九州市：本島 直樹 

・ 地球環境戦略研究機関：片岡 八束、日比野 浩平 

【目的】 

レターの発行に関する経済担当調整担当大臣府との協議結果を報告し、スラバヤ

市における今後の JCM の進め方についてスラバヤ市と協議を行った。 

【協議概要】 

・ レターの発行によりスラバヤ市の JCM における立場がはっきりするので、今後の

JCM対応に役立つ。（スラバヤ市） 

・ 両市にとっては、スラバヤ市の環境改善や生活の質の向上が最重要課題であり、

環境姉妹都市の目的でもある。CO2削減はその結果期待されることであり、JCM も

そのためのツールの一つでしかないため、両市が目指す環境改善事業に JCM が使

えるなら使うというスタンスで進めたい。（北九州市、スラバヤ市） 

・ インドネシア JCM事務局が平成 27年 12月に ITSとスラバヤ市で計画している JCM

ワークショップについては、JCMについての情報提供ではなく、具体的な事業展開

について協議する機会であるべき。（スラバヤ市） 
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（６）スラバヤ市とのフォローアップ協議（②） 

【日時】平成 28年 1月 13日（木）14：00～15：00 

【場所】スラバヤ市開発計画局 

【参加者】4名 

・ スラバヤ市庁舎開発計画局：Dwija Gede 

・ スラバヤ市国際交流局：Rahmasari 

・ 北九州市：本島 直樹 

・ 地球環境戦略研究機関：片岡 八束 

【目的】 

現地ワークショップ（平成 28年 1月 15日）開催前に、来年度以降の JCM都市間

連携 FS 及び事業化の可能性について意見交換を行った。 

【協議概要】 

・ 北九州市とスラバヤ市の環境姉妹都市の目標はスラバヤ市の環境を良くしてグリ

ーンシティとして発展させること。JCMは様々な補助事業スキームのうちの一つの

選択肢であり、目的と JCM の活用が合致した事業があれば検討する（北九州市、

スラバヤ市）。 

・ 来年度以降、スラバヤ市や他の都市で JCM の面的展開が見込める事業候補案とし

て、①市政府ビル、公的施設の省エネ、②し尿処理設備の改善・高度処理、③都

市交通を提示し、それぞれの可能性について協議。 

・ 来年度の具体的な事業案の絞込みまでには至らなかったが、スラバヤ市の計画や

施策に沿う事業案がスラバヤ市側であれば後日連絡をもらうこととし、引き続き

協議していくことで合意。 

 

4.2.4 調整結果・成果 

以上の協議及び調整により、経済担当調整大臣府よりスラバヤ市長宛にレターが平

成 27年 11月 19 日付けで発行された（原文：参考資料 4-4）。仮訳は以下の通り： 

（仮 訳） 

スラバヤ市長殿 

 

御承知の通り、経済担当調整大臣府は、平成 25 年より日本政府と連携してインドネ

シア国における JCMの取組の調整を担当してきました。現在実施している JCMの取組の

一つに、日尼両国の友好都市が都市間連携で低炭素化に取組むスキームがあり、現時点

では、スラバヤ市と北九州市、バンドン市と川崎市、バタム市と横浜市の間で取組が行

われています。 
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スラバヤ市がこれまで北九州市と環境姉妹都市協定のもとで環境保全に積極的に取

り組み、JCM案件形成調査（FS）のパイロット都市を担当されてきたことに対して、謝

意を表します。 

今後、日尼両国政府が合意した手順とインドネシア国の法令に基づいて、両市の協力

と FS が実施フェーズに発展することを願っております。さらに、今後の調整を円滑に

進めるため、スラバヤ市において JCMを担当する市職員を指定して頂きますよう、お願

いいたします。 

御理解と御協力をお願いいたします。 

 

4.2.5 JCMとの関連性 

（１）今回の調整成果と JCMとの関連性 

発行されたレターにより、スラバヤ市が JCM都市間連携 FSを北九州市と連携して支

援している立場が明確になったことは一定の成果といえる。一方、この問題は JCM 都

市間連携 FS を実施している他のインドネシアの都市にも当てはまるため、他の都市に

も同様な対応が望まれる。 

JCM を活用した来年度以降の事業案については、具体的な絞り込みまでは至らなかっ

たが、スラバヤ市との間で、企業間の個別・単発の事業ではなく、スラバヤ市のグリ

ーン化に資する事業であり、同市の施策や制度と関連していて、事業の面的展開が見

込める案件を探していくという共通認識が得られ、いくつか具体的な候補案を提示・

検討することができた。この点については、引き続きスラバヤ市と検討・調整してい

く必要がある。 

 

（２）今後の面的展開の可能性 

スラバヤ市において今後 JCMの面的展開が見込める仕組として、以下が見出された。 

 

①グリーンビルディング条例との連携 

グリーンビルディング条例が施行されると、スラバヤ市における対象ビルは一定の

環境基準を満たすことが義務となるため、ビルの省エネ設備ニーズが増えることが予

想される。ビルの省エネ設備導入は、当該都市間連携 FSのエネルギー分野調査（2章

参照）でも設備補助事業化の実績があり、今後の案件化も見込める分野であるため、

制度及び案件形成の両面から JCM の面的展開が見込める仕組だといえる（「4.1 グリ

ーン建築啓蒙賞（GBAA）の制度設計支援」参照）。 
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②スラバヤ市グリーン都市マスタープランとの連携 

スラバヤ市は、グリーン都市の構築を目指して「グリーン都市マスタープラン」を

平成 28年度から JICAの技術協力プロジェクトの支援を得て策定する予定である。JICA

の技術協力プロジェクトは、事業計画の立案から実施、評価までを一貫して支援する

スキームであるため、計画は実際に実行に移されることが期待できる。 

同計画には、エネルギー、廃棄物、都市交通、ビルなど、CO2排出量が大きな分野が

含まれることが想定され、都市インフラ整備を含む大規模案件が盛り込まれる可能性

がある。そのため、JCM の活用可能性を念頭に置いて計画作りと準備を進めることが有

効だと考えられる。 

 

4.3 ワークショップの開催 

4.3.1 事業概要 

本事業では、関係者間で調査の進捗に関する情報及び理解を共有し、事業の円滑な運

用に資するため、事業に関わる関係者を集めて、国内（本邦担当自治体の所在地：北九

州市）及び現地（連携都市の所在地：スラバヤ市）において、それぞれ、事業の開始時

及び事業終了時にワークショップを開催することとなっている。 

国内でのワークショップは、第 1回国内ワークショップ（キックオフ）を、関係者の

都合の調整がつかなかったため、第 1 回進捗報告会と兼ねて東京にて平成 27 年 5 月 14

日に開催した。第 2回国内ワークショップ（報告会）は、北九州市にて平成 27年 12月

16日に開催した。 

現地でのワークショップは、第 1 回目現地ワークショップ（キックオフ）を平成 27

年 5月 28日にスラバヤ市において、そして第 2回現地ワークショップ（報告会）を平成

28年 1月 15 日に開催した。 

 

4.3.2 国内自治体の所在地で開催するワークショップ 

国内で開催するワークショップは、本邦担当自治体の所在地（於：北九州市）での開

催が、２回程度、それぞれ現地ワークショップの前に想定されていたが、事業開始時の

第１回目の会合（キックオフ）は、関係者の都合の調整がつかなかったため、環境省と

相談し了承を得た上で、第 1回目の進捗報告会と兼ねて東京にて平成 27年 5月 14日に

開催した。事業の成果を共有する第２回目の会合（報告会）は北九州市にて平成 27 年

12月 16日に開催した。 
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（１）第１回国内ワークショップ（キックオフ） 

【日時】平成 27 年 5月 14 日（木）14：00～15：00 

【場所】第 2ローレルビル 7F 第 4会議室 

【参加者】7名 

・ 環境省：山我 哲平、植松 朋樹、小澤 修一 

・ 共同実施者：北九州市（本島 直樹）、NTT データ経営研究所（村岡 元司）、アミ

タ株式会社（山崎 晃生）、地球環境戦略研究機関（林 志浩） 

【協議概要】 

エネルギー分野（参考資料 4-5） 

・ 省エネ案件は 2件設備補助事業に応募する予定（平成 27年度第一回分）。 

・ ホテル（A社）へのガスエンジン＆コジェネの導入案件は、既に現地ホテルオーナ

ーとホテルから承諾済で、確実に設備補助事業に応募する。 

・ もう一つの案件は、ショッピングモール（B 社）へのチラーの導入案件。本件は、

現地からの Letter of Intentの発行が間に合えば、今回の設備補助事業に申請す

る。 

・ 省エネ分野の本年度の活動は、ホテル等の対象事業者を増やしていくとともに、

GBAA 認証を受けた建物を JCM 対象事業として取り上げるなどの仕組づくりを目指

す。 

廃棄物分野（参考資料 4-6） 

・ スラバヤ市に B3 廃棄物のセメント原燃料化プラントの建設を目指している事業

は過去2年間調査を実施してきているが、パートナー企業を見つけることが課題。

今年度はパートナー企業の特定に注力していく。 

・ スラバヤでの次の案件探しにも注力してもらいたい。（環境省） 

制度設計支援（参考資料 4-7） 

・ 制度設計支援については、GBAA 制度に着目し、JCM 案件化に資する仕組づくりを

検討する。例えば、省エネ診断に用いる基準を使って定量的で客観的な基準を設

定する提案を行うことが考えられる。 
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（２）第２回国内ワークショップ（報告会） 

【日時】平成 27 年 12月 16日（水）16：00～16：50 

【場所】北九州市八幡生涯学習センター2F 集会室 5 

【参加者】13名 

・ 北九州市：石田 謙悟・本島 直樹・山下 孝之・綾部 征一朗 

・ NTTデータ経営研究所：村岡 元司・星子 智美・山川 まりあ 

・ アミタ株式会社：杉江 克彦・銘苅 洋・山崎 晃生 

・ 地球環境戦略研究機関：片岡 八束・林 志浩・日比野 浩平 

【協議概要】 

エネルギー分野（参考資料 4-8） 

・ 既存プロジェクトの事業化推進については、ショッピングモール（B社）の省エネ

について平成 27 年度の設備補助に応募し採択となった。ホテル（A 社）のコジェ

ネ導入については採択内示を受けたものの、色々と理由があり取り下げとなった。 

・ 面的展開による取り組み拡大については、ホテルチェーンと交渉中。また、新た

に製造業への働きかけとして、セメント会社（C社）と JCMの補助スキームを利用

したバイオマスの導入について協議している。 

廃棄物分野（参考資料 4-9） 

・ セメント原燃料化事業は、セメント工場（D社）における処理設備の導入について

協議を進めてきたが、条件が合わず難しい状況。一方、B3の中間処理設備業者（E

社）は処理設備導入に前向きだが、JCMのスキームを利用するのが難しい。 

制度設計支援（参考資料 4-10） 

・ GBAA はこれまでスラバヤ市開発計画局が制度設計と表彰の実施を行ってきたが、

今後は同市公共事業局に所管が移り、グリーンビルディング条例を新たに作って

GBAA のコンセプトをビルの建築許認可基準の中に反映させることになった。その

ため、海外の類似制度をレビュー・整理して情報提供することで協力することに

なった。 

 

4.3.3 現地でのワークショップ 

現地でのワークショップは、調査開始前に第 1回目現地ワークショップ（キックオフ）

を開催して調査の計画やスケジュールを共有し、調査が終了した後に第 2回現地ワーク

ショップ（報告会）を開催して調査結果について議論を行った。いずれのワークショッ

プにおいても、スラバヤ市の複数の関係部署の職員、インドネシア JCM事務局、現地の

大学や企業等関係者の参加を得て、事例発表と意見交換を行った。 
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（１）第１回現地ワークショップ（キックオフ） 

【日時】平成 27 年 5月 28日（水）10：50～12：30 

【場所】スラバヤ市開発計画局 

【参加者】約 33名 

・ スラバヤ市（約 18 名）：開発計画局（Bappeko）、国際交流局、その他スラバヤ市

職員 

・ 日本側（6名）：NTTデータ経営研究所（村岡 元司・星子 智美・渡耒 絢）、アミ

タ株式会社（銘苅 洋）、IGES（前田 利蔵・日比野 浩平） 

・ インドネシア JCM 事務局（3 名）：Dicky Edwin Hindarto、Ratu Keni Atika、市

原 純（JICA 専門家） 

・ その他現地関係機関（6名）：スラバヤ工科大学（1名）、工業団地関係者（1名）、

セメント業界関係者（2社 3名）、インドネシア建築協会（司会者：1名） 

【言語】英語／インドネシア語 

【議題】 

１．開会の挨拶（Dwija Gedeスラバヤ市開発計画局長） 

２．インドネシアにおける JCM構築（インドネシア JCM事務局） 

３．平成 25～27 年度の JCM FS調査の実施概要（IGES）（参考資料 4-11） 

４．平成 27 年度のエネルギー・廃棄物プロジェクトの概要 

・ NTTデータ経営研究所（参考資料 4-12） 

・ アミタ株式会社（参考資料 4-13） 

５．全体討議 

【協議概要】 

• JCMスキームでは、現在、ホテルやショッピングモールを対象に調査を行ってい

る民間同士の連携が最も現実的である。 

• SIER工業団地における調査で、発電した電力をインドネシア国営電力会社（Pt. 

PLN）に売電すると IRR（内部利益率）が低くなる。→JCMスキームでは経済性の

観点が重要で、補助金の活用により IRRが向上する。インドネシアでは発電した

電力を自社消費する以外は全て Pt. PLNに売電が義務付けられている。 

• インドネシアで他の国から支援を受ける場合は国から自治体に資産移転の手続

きを行う必要がある。日本の環境省の補助スキームであれば、補助金以外にイン

ドネシアの自治体は独自で予算を準備する必要があり、議会の承認が必要になる

だろう。スラバヤ市でも、このような国際連携に対応できるチームを保有すべき。

（インドネシア JCM事務局） 

• 一般企業がスラバヤ市と組んで事業に参入するためには、入札プロセスを経ない

といけないため、JCM では柔軟に実施しにくい。そのような場合は JICA 等他の
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資金スキームが考えられる。 

• JCMについて理解を深めてもらうためのワークショップをスラバヤ市で開催する

用意がある。（インドネシア JCM事務局） 

• 現状はまだブレーンストーミングの段階なので JCM の進展には時間がかかるが、

スラバヤ市は同市のグリーン化において JCM スキームは重要だと考えている。

我々としても技術的な事項をフォローできるようにしていきたい。（スラバヤ市） 

 

（２）第２回現地ワークショップ（報告会） 

【日時】平成 28年 1月 15 日（金）8：30～10：30 

【場所】スラバヤ市開発計画局 

【参加者】約 30名 

・ スラバヤ市（約 16名）：開発計画局（Bappeko）、美化局（DKP）、環境局（BLH）、

国際交流局、その他スラバヤ市職員 

・ 日本側（7名）：北九州市（本島 直樹・綾部 征一朗）、NTTデータ経営研究所（村

岡 元司）、アミタ株式会社（銘苅 洋）、新日鉄住金エンジニアリング（鈴木 治）、

IGES（片岡 八束・宇津木 智一） 

・ インドネシア JCM 事務局（3 名）：Dicky Edwin Hindarto、Ratu Keni Atika、市

原 純（JICA 専門家） 

・ その他現地関係機関（5 名）：スラバヤ工科大学（2 名）、ホテル関係者（2 名）、

インドネシア建築協会（司会者：1名） 

【言語】日本語／インドネシア語 

【議題】 

※ 冒頭でインドネシア JCM事務局作成の JCMのビデオを放映（10分程度） 

１．開会の挨拶 

・スラバヤ市：Dwija Gede（開発計画局長） 

・北九州市：本島直樹（環境局アジア低炭素化センター. 事業化支援担当課長） 

２．JCMの概要説明（IGES）（参考資料 4-14） 

３．エネルギー分野活動報告（NTTデータ経営研究所）（参考資料 4-15） 

４．廃棄物分野活動報告（アミタ株式会社）（参考資料 4-16） 

５．グリーンビルディング施策支援（IGES）（参考資料 4-17） 

６．全体討議 

【協議概要】 

• スラバヤ市における B3 廃棄物の発生量は多いため、東ジャワ州に中間処理施設

があると助かる。ショッピングモール、下水処理場なども古い設備が多いため、

エネルギー効率の高い日本の技術を導入できるとよい。 
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• 今後の展開可能性として、①グリーンビルディング条例に下水処理ポンプの性能

に関するガイドラインを盛り込むこと、②企業の設備導入の初期費用負担を軽減

するためにリースの仕組を構築すること、が提案された。 

• スラバヤ市では現在グリーンビルディング条例を作成中で、同制度が施行される

と省エネ基準に強制力が生じるため、JCMの活用可能性が増えると思われる。 

• インドネシア JCM事務局は引き続きスラバヤ市での JCM案件形成をサポートして

いきたいので、進捗状況を報告してもらいたい。プロジェクトを進める上で何か

問題があれば相談してほしい。スラバヤ市で JCMのセミナーを開催する準備もし

ている。（インドネシア JCM 事務局） 

• JCMは中央政府の権限で対応すべき事項が多いが、市政府として対応できる範囲

で今後も協力し、プロジェクトベースで事業を進められるとよい。（スラバヤ市） 

 

  

JCM 第 1 回現地ワークショップ（5/28）の様子。 JCM 第２回現地ワークショップ（1/15）の様

子。 
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EXECUTIVE SUMMARY 

As part of IGES activities in the development of Green Building Awareness Award 
(GBAA) in Surabaya City, IGES conducted a baseline survey activity on energy saving 
policy and initiative in building sector. This baseline survey aims at compiling and 
analysing information on energy saving policies at national level and energy saving 
initiatives implemented by the government and international organizations in Indonesia.  

Basically, the implementation of energy saving measures in all sectors of the economy has 
been regulated by the Government Regulation (PP) no 70/2009 on Energy Conservation as 
stipulated in .Article 25 of the Energy Law (UU no 30/2007. The regulation emphasized 
that energy consumers consuming 6000 TOE and more are obliged to implement energy 
management by setting energy conservation program, appointing energy manager and 
implementing energy audit. Relating to the government and commercial building, the 
average consumption was still lower than the 6000 TOE (around 70 GWh). Nevertheless, 
the GoI have implemented energy saving initiates including those with the support of 
international organization such as UNDP, USAID, and Danish government. 

Implementing energy saving measures will not only impact on energy security but also on 
the reduction of GHG emission. The Presidential Regulation (PerPres) no 61/2011 on 
RAN-GRK set a target of 26% GHG emission reduction by 2020 by own efforts and 41% 
if including international support. National and regional government are encouraging green 
concept for sustainable development including green city, green building, etc. In terms of 
regulatory framework, implementing green initiatives will relate not only to Energy Law 
but also other law such as Water Resources Law, Building Law, Local Government Law, 
etc. In addition series of regulations has been issued to enforce these Laws.  

Green building or energy saving building is one of the attributes of a Green City 
Development Programme (P2KH) led by Ministry of Public Work and People Housing 
(MOPW). In national level, green building issue is still in early stage for the central 
government focuses on the implementation of a general sustainable building, as mandated 
by Law No. 28/2002 on Building. Since last year, MOPW has provided a ministerial 
regulation, as a guidance for district/city level, and invite public participation in order to 
promote the implementation of green building. As pilot cities, MOPW assigned three cities 
in Bandung, Surabaya, and Makassar.  

Prior to the promotion by the central government, green building concept have been 
introduced by the DKI Jakarta Province and the Green Building Council Indonesia (GBCI), 
which provide lesson learned for the central government. DKI Jakarta has issued Governor 
Regulation since 2012, and implemented it by utilising IMB and SLF permit as instruments 
for monitoring. By mid of 2015, 63 newly developed buildings have acquired IMBs, and 
hundreds of new buildings are applying. In parallel, the promising development can be seen 
from the lesson learned provided by the GBCI. It has been involving at least 125 corporate 
members which own or manage commercial or residential buildings which fall into green 
building category. The Council has been promoting public awareness and formulate 
GREENSHIP, a rating tool to be used as a communication tools with the public. As of 
January 2016, sixteen buildings consisting nine newly built buildings, one for interior space, 
and six existing buildings had been awarded GREENSHIP certificates by the GBCI.  
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1. Introduction 

1.1 Background 
Government of Indonesia has issued regulatory framework on energy resource 
management. The Energy Policy Law No. 30 of 2007 emphasizes that the energy 
management principle is aimed to achieve the environmentally-sound national self-
sufficiency and energy security to support the national sustainable development. It is 
achieved by prioritising the utilisation of new and renewable energy and energy 
conservation. In a more practical way, the GoI has issued regulations to promote energy 
and water saving programme. These regulations will control and monitor the utilisation of 
energy and water efficiently, in particular the building sector. 

The cities of Surabaya and Kitakyushu have maintained a cooperative relationship for over 
10 years and have signed the environmental sister cities cooperation agreement in 
November 2012. Based on the mutual interest of both cities, feasibility studies (F/S) on 
identifying potential Joint Crediting Mechanism (JCM) to facilitate diffusion of advanced 
low carbon technologies and complement the Clean Development Mechanism have been 
conducted in Surabaya City in 2013 and 2014, and currently being conducted in 2015, as 
the commissioned projects by the Japanese Ministry of the Environment.  

IGES is one of the co-proponents of these projects and is responsible in assisting the 
institutional development of low-carbon policies in Surabaya City. One of the major 
focuses has been to assist the development of Green Building Awareness Award (GBAA) 
in Surabaya City.  

This baseline survey aimed to collate relevant information on energy efficiency at the 
national level mainly the building sector including the green building policies and other 
related initiatives in Indonesia. It will further describe in more detail the programme and 
instance of green building by relevant ministries, DKI Jakarta Province, and NGO.  

1.2 Objective 
1) To collate information on energy efficiency policies at the national level; 
2) To collate example of energy efficiency initiatives implemented by government and 

international organisation in Indonesia; 

1.3 Approach 
The baseline study was conducted by employing desk study compiling data and information 
from regulations, reports, and online news reports. Interviews were conducted from 
September 2015 and January 2016 to confirm current development with representatives 
from Ministry of Energy and Mineral Resources, and City Planning Department of DKI 
Jakarta Province, while of the Ministry of Public Work and People Housing is still awaited.  
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2. Energy Efficiency Policies and Measures  

Efficient use of energy in all sector of the economy will reduce cost and help reduce the 
GHG emission of the country. Promoting efficient use of energy is still difficult because of 
the subsidy that makes the price of energy below its economic price. In addition, investment 
needs for EE is enormous and commercial bank still hesitated in providing loans for an EE 
project. In these regards, GOI has embarked on a variety of programs to conserve energy 
use so as to be more efficient and continuously identify financing options that can promote 
EE in Indonesia. Below are the regulatory framework and programs on Energy 
Conservation and Energy Efficiency. It also provide information on the financial options 
reviewed by the government for promoting EE projects and some EE related activities 
support as part of bilateral cooperation. 

2.1 Energy Efficiency and Conservation Regulation and Policy  

The 1973 and 1979 oil crisis has risen concerned on energy security of the country. The 
1980 energy policy (Kebijakan Umum Bidang Energi/KUBE) and thereafter, has always 
emphasized on these three basic principles:  

• Energy diversification to move away from oil through the development of other 
alternative energy sources such as coal, natural gas and renewable. 

• Energy conservation to reduce the use of oil in all economic sectors, and 
• Energy intensification to increase the country’s energy reserve base both fossil and 

non-fossil energy resources. 

Relating to energy conservation, the Government first issued the Presidential Instruction 
no 9 on Energy Conservation (INPRES no 9/1982), which mandated governmental 
institutions (all state-owned entities and all government buildings) to report their monthly 
consumption of all forms of energy. The evolvement of the Energy Efficiency and 
Conservation (EE&C) regulatory framework is shown in Figure 2-1 below. 

  
Source: Zen, F 2015. Policies, Program, and Actions on Energy Efficiency and Conservation. 

Figure 2-1 History of Indonesian Energy Policy on Energy Conservation 
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Details of the regulatory framework related to energy conservation are shown in Table 2-
1 below. 

Table 2-1  Details of the Energy Conservation Regulatory Framework 

Law (UU) No. 30/2007 on Energy 

Article 25: Energy Conservation 
- Central and regional government as well as 

people should be responsible for the 
implementation of energy conservation 
program 

- Energy conservation is conducted from 
upstream to down stream 

- Government will provide incentive and 
disincentive for the energy efficiency and 
conservation implementation of energy 
consumer and producer of energy efficient 
equipment 

N0. 28/2002 on Building Regulatory Instruments>Codes and standards 

Government 
Regulation 

(PP) 

No. 70/2009 on Energy 
Conservation 

• Mandatory on EC(Energy Management) 
• EE Standard and Label 
• Incentive/Disincentive 

No. 79/2014 on National 
Energy Policy (KEN) 

• National RE and EE Target 
• Energy Elasticity < 1 in 2025 

Presidential 
Regulation 

(PERPRES) 

N0.61/2011 on National 
Action Plan on Green 

House Gas (RAN-GRK) 

• National Commitment to reduce the GHG 
Emission in 2020: 
- 26% (767 mil. tons) by own efforts 
- 41% by own efforts and international support 

• Energy and transportation sector will contribute 
38 mil tons. For energy, it will be through the 
development of new renewable energy and 
implementing energy conservation in all sectors.   

Presidential 
Instruction 
(INPRES) 

No. 13/2011on Energy 
and Water Saving 

(replacing INPRES no 
2/2008) 

• Energy and Water Saving for Government 
institutions at all levels including State-Owned 
Enterprises 

• Target: 
- Electricity 20% 
- Fuel 10% 
- Water10% 

• Periodic reporting. 

Ministerial 
Regulation 
(PERMEN) 

No. 321 & 
323/MEN/XII/2011on 

Standard of Energy 
Manager Competence 

Competency of Energy Manager in Industrial and 
Commercial Building 

No. 13 /2012 on 
Electricity Saving 

•Electricity saving 20%(Improvement of air 
system, lighting, & supporting equipment) 
•Government/Reg. Gov. Office 
•State-owned enterprises 
•Street lighting, etc. 
•Monitoring 

No. 14/2012 on Energy 
Management 

•Mandatory of Energy Management for large 
energy users (>6,000 TOE) 
•The distribution of Authority (Gov. Reg.Gov.) 
•Monitoring of Energy Management 
Implementation 
•Incentive/Disincentive 
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No. 01/2013 concerning 
Control of Subsidized 

Fuel Utilization 
(replacing MEMR 

Regulation no 12/2012) 

The use non-subsidized fuel 
•Fuel saving 10% 
•Gov. Official and State-owned enterprises 
Vehicle 
-1 June 2012 (Jabodetabek/ Greater Jakarta) 
-1August 2012 (Jawa –Bali) 
•Vehicles used by plantation and mining 
companies(1 Sept 2012) 
•Fuel saving for electric generation 
•Monitoring 

No 18/2014 on EE Label 
for Compact Fluorescent 

Light (CFL) 
(replacing MEMR Reg.no 

6/2011) 

• Implementation of Label for CFL 
• Mandatory for CFL manufacturer 
• Self-Declaration of Conformity (SDOC) 
More star -more efficient 

4/2015 on Electricity 
Tariff provided by the 

National Power Company 
(PT PLN) 

Tariffs are adjusted differently for each tariff 
class. Some classes, including 
the smallest household consumers, receive no 
increase, whereas others are 
increased substantially 

No. 7/2015 7/2015 on 
Applying the Minimum 

Energy Performance 
Standards (MEPS/SKEM) 

and Energy Efficiency 
Labelling for Air 

Conditioning 

• Minimum EER allowed as SKEM (MEPS) for 
AC is 8.53 

• Have to place label and MEPS in the product 
• Domestic and importer of AC products must 

have permits prior to apply the MEPS and Label 
on their products  

Source: Compilation 2015 

The Government Regulation no 70/2009, basically is the implementing regulation on 
energy conservation with regard to the Energy Law. The regulation makes provisions for 
the proper utilisation of energy resources. It stipulates: 

- Responsibilities of Government, regional governments, private sectors and society 
in energy conservation 

- Implementation of energy conservation and energy efficiency from downstream to 
upstream 
• The energy consumers which consume 6000TOE and more are obliged to 

implement energy management by setting energy conservation program, 
appointing energy manager and implementing energy audit 

- Standard and labelling 
- Facilitation, incentive and disincentive for energy consumer and producer of 

energy saving technology 
- Direction and supervision 

This regulation also mandates the development of General Plan of Energy Conservation 
(Rencana Induk Konservasi Energi Nasional, RIKEN) as the guideline for the stakeholders 
to implement energy efficiency and conservation in Indonesia. The las RIKEN was 2005. 
This was to be revised every 5 year. By 2011, the revised RIKEN was finalized but was not 
published due to the article in the Law no 30/2007 that requires the revised RIKEN in line 
with the updated 2006 National Energy Policy (KEN). Since the KEN has been issued in 
2014 (PP no 79/2014), then the 2011 RIKEN will be adjusted with KEN. The Energy 
Conservation regulation (PP 70/2009) is still enforce, and energy efficiency target and plans 
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still being implemented. The main points of the PP no 70/2009 can be summarised as shown 
in Figure 2-2. 

Source: Hutapea, M. 2012. Energy Conservation Policy and Program in Indonesia 

Figure 2-2. Energy Conservation Government Regulation no 70/2009 

2.2 On-going programmes related to energy efficiency 

The National Energy Policy (KEN) 2014, set the target of energy elasticity and energy 
intensities reduction is shown in Table 2.1. The energy saving potential by the different 
sector of the economy is as shown in Table 2-2 below. 

Table 2-2. Potential energy saving by sector 

Sector 
Energy 

consumption/sector 
in 2013 (million 

BOE) 
Potential of EC 

Target of energy 
conservation 

sectoral (2025) 

Industry 355 (42%) 10-30% 17% 
Transportation 324 (39%) 15-35% 20% 
Household 100 (12%) 15-30% 15% 
Commercial (incl. hotel) 36 (4%) 10-30% 15% 
Others (Agriculture, 
construction, and mining) 23 (3% 25% - 

Source: Zen, F. 2015. Policies, Program, and Actions on Energy Efficiency and Conservation 

Note: exclude biomass and non-energy used; based on Handbook of Energy & Economic 
Statistics of Indonesia 2014 

The Directorate Energy Conservation under the Directorate General of New and Renewable 
Energy and Energy Conservation (DGNREEC), MEMR, conducted the programs to 
achieve the above energy saving target for all sector of the economy. These programs can 
be summarized as shown in Figure 2-3. 
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Source: Zen, F. 2015. Policies, Program, and Actions on Energy Efficiency and Conservation 

Figure 2-3 Energy Conservation Programme 

Based on the Strategic Plan of the MEMR for the 2015-2019 (RENSTRA ESDM 2015-
2019) the energy conservation activities will include 

- Energy audit of government building (10 building per year)  
- Monitoring implementation of audit result (30 object in 2015 and 10 object per year 

afterwards) 
- Pilot project for installing monitoring system of electricity use (4 object per year) 
- Implementation of energy efficiency and conservation investment 
- Installation of energy efficient street lighting (2 cities in 2016, 3 in 2017, 4 in 2018 

and 5 in 2019) 
- Energy labelling for electricity appliances 
- Implementation of the SNI:ISO 50001 Energy Management System 
- Implementing at most 2 cogeneration pilot project over the 2015-2019 period. 
- Development & Improvement at Energy Efficiency & Conservation Regulations 

(drafting of 6 proposed regulations such as guideline for energy efficient street 
lighting, implementation of Energy Saving Company (ESCO), applying MEPS and 
Label for rice cooker and electronic ballast and also for refrigerator and electric fan)  

- Socialization of energy saving to increase awareness in using energy. 
The MEMR also conducted annually the National Energy Efficiency Award to National 
Energy Efficiency Award. This award is intended to give the government institutions and 
stakeholders in industry and building on their success in applying the principles of energy 
efficiency and conservation. There are three main category of the Award are as shown 
below (Figure 2-4). Figure 2-5 showed the trend of participants in the National Energy 
Efficiency Award. Regarding energy efficiency in industries, the Ministry of Industries 
have programmes to revitalize machinery in industries. 
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Source: Zen, F. 2015. Policies, Program, and Actions on Energy Efficiency and Conservation 

Figure 2-4. Categories of the National Energy Efficiency Awards 

 

 
Source: Zen, F. 2015. Policies, Program, and Actions on Energy Efficiency and Conservation 

Figure 2-5. Trend of Participants and Winners of the National Energy Efficiency Awards 

2.3 Energy Saving in Commercial Sector 

The commercial sector contributed only around 3% of the total final energy demand with 
electricity amounting 75% of the total consumption of the sector. Based on PLN Statistic 
2014, the sales of electricity to commercial customers (Business) amounted to 36282.43 
GWh. Assuming sales is equal to consumption, then with a total number of customers 
around 2626160, the per customer consumption would be around 14 MWh. Since this is 
lower than the 6000 TOE (around 70 GWh) stipulated in the Energy Conservation 
regulation (PP 70/2009), then implementation of energy management (setting energy 
conservation program, appointing energy manager and implementing energy audit) by the 
commercial sector is not mandatory but voluntary. The PLN statistic breakdown of the 
business customer by their tariff group is shown in Table 2-3.   
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Table 2-3. PLN Business Customer Electricity Sales 

Tariff Group Total Customer MWh consumed MWh/Customer 
B-1 2,095,775 5,426,953 2.59 
B-2 461,115 13,176,467 28.58 
B-3 6,221 15,080,305 2424.1 
Sub total 2,563,111 33,683,725 13.14 
T 43 154,851 3601.18 
C 30 59,295 1976.50 
M 62,976 2,384,550 37.86 
Total 2,626,160 36,282,421 13.82 

Source: PLN Statistik 2014 [15] 

The statistic does not detailed the business customer type whether it is mall, hotel, 
restaurants, etc. Based on a study conducted by Nur Hidayanto [16], on building energy 
saving potential, the average energy intensity/index of building is as shown in below. 

Table 2-4  Average Energy Intensity of Building 2010 

No Building Type Average EI 
(kWh/m2/year) 

1 
Office building (incl. 
government.) 97 

2 Hospital 129 
3 Hotel 197 
4 Mall/shopping centre 278 

 Average 175 
                                                     Source: Hidayanto, N. [15] 

The MEMR also provided a comparison between the EI of commercial buildings between 
Indonesia and Japan. This was part of the result of the study conducted by MEMR and 
JICA Study 2010 (Figure 2-6). 

 
Source: Misna. Andriah Feby 2014. Energy efficiency of buildings in Indonesia. 

Figure 2-6. Energy Intensity in Commercial Building (MEMR) 

 
In 2013, the MEMR conducted a free energy audit in building sector totalling 60 building 
samples of various types. The result is shown below. 
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Table 2-5. Energy Audit in Building 2013 (MEMR) 

Buildings Number of 
building 

Energy 
consumption 
(kWh/year) 

Energy potential 
saving  

(kWh/year) 

Percentage of  
energy saving 

(%) 
Hotel 17 unit 40,670,016 4,990,852 12.3 
Hospital 5 unit 3,349,255 921,618 27.5 
Mall 3 unit 45,837,572 3,596,596 7.8 
Government office & 
university 35 unit 13,683,301 3,603,151 26.3 
Number of building 
audited 60 unit    

 Source: Misna. Andriah Feby 2014. Energy efficiency of buildings in Indonesia. 
 
After the audit, MEMR provided recommendation for the stakeholder to save energy 
consumption. These recommendations are separated into a) No Cost and Low Cost 
Measures, and b) Middle Cost and High Cost Measures. Details of the measures in both 
category is shown in Table 2-6 below.  

Table 2-6. Recommendation for energy saving in building  
Active Design Passive Design 

No-cost and Low-cost measures: - Improve natural daylighting 
- Improve natural ventilation 
- Decreasing thermal load (Installing low-e 

window glass/Film, shading, vegetation 
- Housekeeping 
- Application of automatic switch 
- Re-adjusting operating hour 

Middle-cost and High-cost measures: 

- Replacing chiller plant 
- Retrofitting Hydrocarbon refrigerant 
- Replacing lamp with an efficieant 

lamp such as CFL and LED 
- Replacing conventional ballast with 

electronic ballast 
- Installing variable Speed 

Driver/VSD in pum and fan 
- Improving power quality 
- Implementing cogeneration (waste 

heat for absorption chiller) 
 Source: Misna. Andriah Feby 2014. Energy efficiency of buildings in Indonesia. 
 
Distribution of the energy consumed by building showed that AC amounted to around 57%, 
while lighting only around 17%. The remaining of 26% would be for the building/office 
utilities (Table 2-7). 
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Table 2-7.  Energy Utilization of Building 2010 

No Building Type Utilisation for Main Purpose (%) 
AC Lighting Utility/equipment 

1 
Office building (incl. 
government.) 66 15 19 

2 Hospital 56.5 13.5 30 
3 Hotel 54 18 28 
4 Mall/shopping centre 51.9 20 28.1 
 Average 57.1 16.6 26.3 

Source: Hidayanto,N [15] 

In regard to hotel, the electricity consumption data for hotel as shown in Table 2-8. The 
highest consumption is shown by Sheraton Hotel of Jogyakarta and Nikko Hotel in Jakarta, 
above 10 GWh.  

Table 2-8  Sample of Hotel Electricity Consumption (Audit Result) 

 
Source: Hidayanto N [15] 

2.4 Energy efficiency facilitation fund 

The Ministry of Finance (MOF) provided various forms of incentives to influence 
economic actors in order to implement energy savings programs on an ongoing basis e.g. 
tax facilities and facilities duty for components/parts and raw materials used to produce 
energy efficient appliances. These incentives, however, have not been able to fully affect 
the efficient use of energy investment. The Government needed to initiate other forms of 
investment such as low-interest financing in order to catalyse the market which in the long 
run can generate energy efficiency enhancement projects (Setyawan, 2013). 

One of the financing mechanism considered is the energy efficiency revolving fund (Dana 
Bergulir Efisiensi Energi- DBEE). In this regard, the government planned to provide Rp 
500 billion from the 2014 National Budget (APBN) as revolving fund for energy efficiency 
project. The Fund, however, is still in preparation stage. The study was started in 2012 by 
the Fiscal Policy Office’s Centre of Climate Change Finance and Multilateral (PPKIM). 
The MOF and MEMR was to formulate the energy efficiency investment profile and 
mechanism for the implementation of the revolving fund scheme. The investment profile 
is expected to create energy efficiency project pipeline which provide comprehensive 
information for future participating banks, once the scheme being launched. According to 

No Hotel Audited City Province Audit Year
Connected 

Capacity  
(kVA)

Consumption 
(kWh)

Area (m2)
EI 

(kWh/m2

1 Tryas Hotel Cirebon West Jawa 2010 105 285170 1568 181.87
2 Hotel Lombok Raya Mataram NTB 2007 279 1144320 6500 176.05
3 Bentani Hotel Cirebon West Jawa 2010 414 1155324 10204 113.22
4 Hotel Garuda Plaza Medan N. Sumatra 2007 415 2251200 7650 294.27
5 Hotel Sedona Menado N. Sulawesi 2010 555 2930960 24000 122.12
6 Hotel Bumi Senyiur Samarinda E. Kalimantan 2010 555 2566424 22325 114.96
7 Swiss Bell Maleosan Hotel Menado N. Sulawesi 2010 630 1945371 19000 102.39
8 Aquarius Boutique Hotel Palangkaraya C.Kalimantan 2010 700 3660865 10595 345.53
9 Hotel Melia Purosani Yogyakarta DI Yogyaarta 2009 1110 6456000 28320 227.97

10 Novotel Benoa Denpasar Bali 2010 1110 3024000 8640 350.00
11 Hotel Sahid Jaya Makassar S. Sulawesi 2010 1110 3708960 32689 113.46
12 Sheraton Hotel Yogyakarta DIY Yogya 2010 1385 10123381 60000 168.72
13 Clarion Hotel & Convention Makassar S. Sulawesi 2010 1700 6638400 23715 279.92
14 Hotel Novotel Nusa Dua Denpasar Bali 2007 2180 5055200 37000 136.63
15 Hotel Grand Angkasa Intl Medan N. Sumatera 2009 2355 9043997 57240 158.00
16 Hotel Nikko Jakarta DKI Jaya 2007 5540 10528304 38707 272.00



 11 

PPKIM, the feasible scheme is using Micro Credit Program (Kredit Usaha Rakyat) with 
credit ceiling at Rp 500 billion. The Program is usually intended to provide the poor and 
micro enterprises (who are mostly not bankable due to lack of collateral) with access to 
affordable credit. This Micro Credit Program is expected to be a stepping stone toward the 
implementation of the DBEE. 

The Fiscal office (BKF) of the MOF also considered the option of providing financial 
support to the local government to implement climate change mitigation option including 
energy efficiency. In this regard, the government proposed to implement the Regional 
Incentive Mechanism. This fiscal transfer mechanism will enable the central government 
to provide funding to the regional governments for implementing energy efficiency policy. 
In addition, this mechanism could link to the outcome of the policy in the regional level. 
The regional government will also have an adequate autonomy to decide the most cost-
effective proposals to implement, keeping in mind their development priorities (Syaifudin, 
Noor, et.al. 2014). 

In the mechanism of fiscal transfers to the regions, the BKF considered to apply the Specific 
Allocation Fund (DAK) for energy efficiency. Actually, there are four types of 
intergovernmental transfer introduced in the law 32/2004 and 33/2004. These are natural 
resources revenue sharing, tax sharing, general allocation fund, and specific allocation fund. 
The DAK has advantages compared to these other transfer mechanism, particularly if 
associated with budget allocation for some specific purposes. There are already several 
DAK funds being distributed. For the energy sector, the government provided DAK fund 
for rural electrification which is now known as Rural Energy DAK (Haryanto, 2014) 

There is no energy efficiency special allocation fund (DAK-EE) in the current fiscal year 
(2015). Based on the latest information, the government will reduce the proposed budget 
of the MEMR for 2016. However, the government will allocate special fund for energy 
through the DAK and state enterprise. There was no clarification yet if this will be 
additional to the current DAK or new DAK that would be specifically for energy efficiency 
and/or renewable energy. 

Besides preparing special allocation fund, the government is also encouraging Indonesia’s 
banking industry to implement green banking concept. Through the concept of green 
banking, banks must be more selective in distributing loans and investments to their 
customers. Apart from that, they must also actively educate each of their customers in 
environmentally friendly business practices. Thus, the green concept will enable bank to 
put more emphasis on the preservation of the environment by lending more to 
environmentally friendly customers and to limit lending to non-environmentally friendly 
ones. 

During President SBY term, the central bank (Bank Indonesia/ (BI) and the Environment 
Ministry have signed a memorandum of understanding to cooperate on establishing ground 
rules for environmentally friendly banking practices. The BI, has also issued a regulation, 
namely Bank of Indonesia Regulation (Peraturan Bank Indonesia) No. 14/15/PBI/2012 on 
commercial bank asset quality assessment, particularly with regard to environmental 
aspects. Currently several Indonesian banks have initiated green banking practices. For 
example, the nation’s biggest bank by assets, state-owned Bank Mandiri has cooperated 
with Agence Française de Développement (AFD) to actively finance some renewable 
energy and energy efficiency projects in Indonesia. 

State-owned Bank Negara Indonesia (BNI) has also started implementing a green banking 
policy. Aside from having introduced green mortgages in Indonesia, BNI has been assigned 
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by the Environment Ministry to become a bank to channel soft loans for environmental 
projects, such as the Pollution Abatement Equipment scheme, which was funded by the 
Japan Bank for International Cooperation (JBIC) and German financing firm Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW). Under the scheme, BNI grants soft loans for investments in 
pollution control equipment and industrial efficiency to Indonesia’s SMEs. (Subinarto, 
2015) 

Recently, the Financial Services Authority (OJK), the government agency that regulates 
and supervises the financial services sector of Indonesia, released a roadmap for the 
development of the sustainable finance sector, both for the middle-long period (2015-2019) 
and the long-term period (2015-2024). These roadmaps, made in cooperation with the 
Ministry of Forestry and Environment, contain guidelines and directions for the 
development of sustainable finance in Indonesia. The main theme of sustainable finance is 
to generate profit while taking into account sustainability of the environment. Through 
these roadmaps, sectors that potentially damage the environment will receive less bank 
financing in the future. However, in cases where bank financing cannot be reduced in 
certain sectors, then there has to be the good intention of conducting business in such a way 
that the environment experiences the least possible negative impact (Anonymous, 2015a). 

The OJK realised that it is not possible to ban banks from lending to any non-sustainable 
projects as the economy would grind to a halt. However, it is something that banks must be 
moving towards to prevent environmental damage such as the terrible haze happening a 
few months ago. In this regard, the OJK will introduce rules to restrict banks’ lending to 
environmentally damaging projects by 2018. Thus, OJK will request banks to invest in 
companies and projects deemed sustainable, to offset any funds given to non-
environmentally friendly activities. 

In the first phase, eight banks will be involved in the program. These are Bank Artha Graha 
Internasional, Bank Central Asia (BCA), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat 
Indonesia (BRI), Bank BRI Syariah, Bank Mandiri, and Bank Jawa Barat dan Banten. 
These banks will implement the new guidelines in January 2016. This imply that the eight 
banks will start to take into account sustainable environmental practices when making 
lending decisions (for example in the controversial palm oil sector) to safeguard the 
environment and sets a good example for other banks that are yet to join. (Anonymous 
2015b). 

2.5 Energy efficiency initiatives under cooperation with international 
organisations 

Promotion of energy efficiency and conservation will not only from state budget but also 
through partnership programs. These include with ADB, JICA, IEA, UNIDO, etc. as shown 
below. 

Table 2-9. Energy Conservation Partnership Programme  

No 
Organisa 

tion Project Remark 

1 ADB Smart Street Lighting Project 
PJU Semarang and PJU 
Batang 

2 GGGI Green Industry Mapping Strategy Project (GIMS) 

Help to decide the most 
potential green 
technology in Indonesia 
based on simulation 

3 IEA Data energy efficiency measurement Workshop 



 13 

4 DANIDA 
Environmental Support Programme Phase 3 Component 
2 

IGA Pilot Project, 
Training IGA 

5 JICA 

Energy efficiency promotion project in Indonesia, 
Preliminary study before providing Technical 
Assistance: JICA Study for Development of Evaluation 
Method on Energy Efficiency and Conservation 
Measures  

6 NEDO Smart Community for Industrial Park in Java Technical Assistance 
7 GIZ Green chiller  

8 ECN 

The development of a Common Accounting Framework 
for Energy Nationally Appropriate Mitigation Actions 
(NAMA-CAFÉ) and a NAMA for energy efficient 
Electric Motors (EEE NAMA) 

Help to design 
Nationally Appropriate 
Mitigation Actions - 
NAMAs 

9 UNEP En.Lighten Global Efficient Lighting Workshop 

10 KEMCO 
Joint Development Program for Climate Change 
Response Projects  

11 ICA MEPS Policy for Air Conditioning and Electric Motors  

12 UNIDO 

Promoting energy efficiency in industrial through energy 
management standard (ISO 50001) and system 
optimization  

Source: Zen, F. 2015. Policies, Program, and Actions on Energy Efficiency and Conservation 
The above activities are still on going and some is a continuation of the previous program. 
For example the DANIDA partnership initiatives is already in the Phase 3. The Phase 2 
program on efficiency is known as EINCOPS (Efficiency in the Industrial, Commercial 
and Public Sector). Details of this project will be described below. In addition, the details 
of the project BRESL (UNDP) and conducted by ICED (USAID) on energy saving 
potential is also described in detail below. 

2.5.1 ICED/USAID 
Indonesia Clean Energy Development (ICED) Project is a technical assistance program 
funded by the United States Agency for International Development (USAID) in the energy 
sector. The project is now in its second phase. 

- ICED I: the project’s first phase, implemented from March 2011 through February 
2015 

- ICED II: the project’s second phase, launched in May 2015, and will run through 
2020 

The ICED program has the purpose to assist the GOI in establishing an effective policy, 
regulatory and incentive environment for low-emission growth in the energy sector, while 
simultaneously attracting public and private sector investment in clean energy development. 
It has two main goals: 

- Strengthening the foundation for a low-carbon energy system in Indonesia. 
- Contributing to the Government of Indonesia’s (GOI) targets for increasing access 

to energy, while concurrently supporting national efforts to curb GHG emissions. 

ICED supports a wide variety to stakeholders in the commercial development of renewable 
energy and energy efficiency projects. It provides energy planning and policy reform 
support to selected national and local governments to help them overcome barriers to 
greater clean energy development and use. ICED advises renewable energy project 
developers and energy efficiency hosts in assessing the feasibility of clean energy 
technology applications. ICED also offers local banks and financial institutions assistance 
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in evaluating project financing proposals. ICED also supports PLN, the national electric 
utility, in improving the framework for electricity generated from renewable energy. 

During the first phase, the USAID ICED designed a pilot program to introduce energy 
management for hotel in order to better understand hotel‘s energy consumption and help 
the industry improve its energy performance. The purpose of the program was to support 
reduction of energy consumption and GHG emission of the hotels in Indonesia by 
developing hotel energy benchmarking tool and strategic energy management system. The 
program consisted of audits, monitoring tools, a best practice guide, and a variety of 
comparative measures to assist hotel managers and engineers. The program targeted hotels 
in Jakarta, Bali and Jogjakarta, three of Indonesia’s largest tourist destination, over the 
period 2013-1014. The target was to reduce their annual energy consumption by 5%-10%. 

The following approaches were used: 1) benchmark each hotel’s energy performance, 2) 
facilitate building energy management, and 3) improved hotel industry knowledge on 
energy management. 

The energy audit was basically a walkthrough edit, conducted in 30 hotels (13 in Jakarta, 7 
in Yogyakarta, and 10 in Bali) in two Phase: October 2013 (6 hotels) and April-May 2014 
(24 hotels). The list of the hotels is as shown in Table 2-10 below. 

Table 2-10. List of Hotel Audited 

.  

The general description of the hotel is shown in Figure 2-7 below.  

 
Figure 2-7. Hotel General Overview 



 15 

Some of the result of the surveys is shown below. The profile in Figure 2-8 and Figure 2-9 
showed that of the total energy and water cost, the highest share would be for PLN 
electricity in all of the hotels surveyed in Yogyakarta. In Hotel 2 (Gowongan Inn) and 5 
(Jayakarta) the share of LPG and diesel is also significant although not more than 50% (see 
Table 2-10 for hotel name). 

 
Figure 2-8. Energy and water consumption profile of Yogyakarta Hotel (% total cost) 

On average, the electricity portion of the hotel’s cost will be 63% in Bali and 73% and 76% 
in Jakarta and Yogyakarta respectively. Water constitute the 2nd largest share in Bali and 
Jakarta while in Yogyakarta, diesel accounted more than water. 

 
Figure 2-9. Average Hotel Energy and water consumption profile  

 
The ICED compiled the chief engineer hotel training materials during the Hotel Energy 
Benchmarking and Strategic Energy Management in the Energy Efficiency Guideline in 
Hotel (in Bahasa). The publication also includes the contributions from hotels on their best 
practice in the implementation of energy saving. In addition, the report will include the 
energy consumption profile of the hotels included in the audit and their benchmarking value. 
The ICED also published the document on Energy Efficiency Guideline in Government 
Facility (in Bahasa),  
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For the ICED Phase 2, it was launched in May 2015 and will run through 2020 with the 
goal to assist the government of Indonesia (GOI) in establishing an effective policy, 
regulatory and incentive environment for low-emission growth in the energy sector, while 
simultaneously attracting public- and private-sector investment in clean energy 
development and increasing human resource capacity in technology and innovation.  
Through technical assistance activities to government and private sector counterparts, the 
project is expected to achieve: (1) 4.5 million tons of greenhouse gas emission reduced or 
avoided; (2) $800 million of private and public investment mobilized; (3) an additional 5 
million people with access to clean energy, (4) twenty institutions with improved capacity 
to address climate change issues, and (5) twenty laws, policies, strategies, plans, or 
regulations addressing climate change mitigation officially proposed, adopted, or 
implemented. 

The strategy for ICED II has been summarised below and the identified areas of ICED II 
support is shown in Figure 2-10 (Meade 2015). 

- Align program activities with GOI partners’ KPIs and priority programs for shared 
results. 

- Scale up EE pilots into government and/or sectoral programs with proven results 
(e.g., street lighting, government and commercial buildings). 

- Work in selected provinces that show the greatest potential for providing a reference 
for other provinces. 

- Engage in cities/regencies where new opportunities emerge that can contribute to 
ICED-II results.  

- Build on the extensive ICED-I Pipeline, the priorities of our national-level partners. 

 
Figure 2-10. Identified Areas for ICED II Support 

2.5.2 BRESL/UNDP 
The Barrier Removal to the Cost-Effective Development and Implementation of Energy 
Efficiency Standards and Labelling (BRESL) Project is an international co-operation 
project, which is sponsored by the United Nations Development Programme (UNDP) and 
the Global Environment Facility (GEF). The BRESL project is a 5 years project (2010-
2014) with GEF US$7.8M funding. The Participating Countries are Bangladesh, China, 
Indonesia, Pakistan, Thailand and Vietnam. The Target Products include Refrigerators, 
Room air conditioners, Electric motors, Ballasts for FTLs, Electric fans, Compact 
fluorescent lamps and Rice cookers. 

BRESL is aimed at rapidly accelerating the adoption and implementation of energy 
standards and labels (ES&L) program in Asia, The project also facilitates harmonization of 
test procedures, standards and labels among developing countries in Asia, when appropriate. 
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BRESL will facilitate the transformation of the manufacture and sale of energy-efficient 
appliances and equipment through:  

- A regional initiative in Asia. The project will focus on regional ES&L program 
cooperation and harmonization with provision for general information, tools and 
training to all interested developing countries in the region. 

- National technical assistance to 6 developing countries in Asia. The project will 
focus on capacity building and assisting government, manufacturer, distributor, 
retailor, consumer and relevant stakeholders throughout the Asian region to 
implement the most cost-effective ES&L program. In each participating country, 
priority activities will be carried out to help foster each country's preferred process 
for developing or expanding its ES&L program. 

The project activities will be centred on the following components: 

1. Policy-making support to Government (development of  ES&L Policy Framework 
2. Capacity Building : Testing Laboratories, Institutions 
3. Manufacturing and market development support 
4. Regional cooperation Program: standard harmonization 
5. ES&L Pilot Project in individual country 

The project identified the barriers of Energy Efficiency Standards and Labelling (EESL), 
as shown below. 

 
Figure 2-11. Barrier of Energy Efficiency Standards and Labelling (EESL) 

The outcome of the project include amongst other: 

- The issuance of the MEMR Regulation no 6/2011 on CFLs followed by a Technical 
Guideline which has been signed and released by the Directorate General of New 
Renewable Energy and Energy Conservation (DGNREEC); 

- The regulation has been revised and the latest was MEMR Regulation no 18/2014. 
- Conducted regional feasibility study on CFL based on Australian practices and 

updated for standard harmonization of CFL energy performance. 
- Two drafts of ministry regulation on refrigerator and air conditioner labels were 

submitted to the DGNREEC and was used as the basis for creation of technical 
guidelines for labels; 

- Finalised the energy performance tests on rice cookers and electric fans and 
submitted to the DGNREEC to be enacted as the Indonesian Standard for Energy 
Performance; 

- Submission of the testing protocol of electronic ballast to DGNREEC to be 
evaluated and included as Technical Guideline under ministerial regulation. 
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- Development of BRESL Indonesia website to provide reliable source of 
information related to ES&L programmes; 

- Training of home appliance and lighting manufacturers on the quality norm ISO 
17025 to facilitate laboratory accreditation, in partnership with the National 
Standardization Agency (BSN). 

- Conception of a training programme for laboratory accreditation. 
- Training of private manufacturers, state companies and government laboratories for 

energy efficiency testing of air conditioners. This enabled the Indonesian 
technicians capable of conducting specialized benchmarks in their respective 
laboratories at a lower cost; and 

- Training of the local manufacturers, testing laboratories and certification bodies by 
the Indonesian Institute of Sciences (LIPI) and Electronics Industry Association 
(GABEL). The purpose was to build capacity and to build a common understanding 
in interpreting testing standards and procedures. 

- Provide technical assistance to manufacturers and retailers to enhance their 
knowledge and skill in order to accelerate the implementation of the ES&L 
programme; 

- Conducted plant visits to local ballast manufacturers, which was followed up by 
facilitation of preparation for ISO 9001 certification, aiming to identify the barrier 
of the implementation of ES&L programme. 

The project also conducted a sustainability evaluation report for each of the participating 
countries.  

2.5.3 DANIDA 
DANIDA is a bilateral cooperation program between the Government of Indonesia and 
Denmark. The program covers several areas, one of which is the Environmental Support 
Programme (ESP). The first ESP focused on mainstreaming environmental measuring into 
Indonesia's national development plans and linking environmental management and 
poverty alleviation. The second ESP focused on improved environmental management. It 
supported the energy sector by encouraging energy efficiency in the industrial, commercial 
and public sectors and promoted more effective natural resource management, including 
encouragement of small-scale renewable energy in rural locations.  

For the efficiency, the projects is known as EINCOPS (Efficiency in the Industrial, 
Commercial and Public Sector). The EINCOPS was initiated in December 2008 and 
implemented through the Directorate General for New and Renewable Resources 
(DGNREEC), MEMR with assistance of DANIDA. EINCOPS continued until the end of 
2012 with an overall budget approximately IDR 88 billion. Activities of the project can be 
summarized below. 
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Figure 2-12. Overview of EINCOPS Activities 

Regarding the Energy Efficiency in Building, the activities were: 

- The Demonstration office in MEMR - EE renovation  
- Assistance to the revision of the existing SNI standards, and a peer review of these 

with a view to future improvements 
- Developing guidelines for the Energy Efficient building design 
- Work in support of new regulation for Green Buildings in DKI Jakarta (Governor 

Regulation No. 38/2012, dated 23 April 2012) 
- Pilot projects to promote EE solutions in buildings – both new and existing buildings 
- Training and Capacity building activities  

The picture below showed the situation before and after the office was renovated. 

 
Figure 2-13. Low energy demonstration office – Before and after 

Comparison on the Energy Index (kWh/m2/year) showed a significant decrease of around 
55%. Other parameters were also measured as shown below. 
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Figure 2-14. Low Energy Demonstration Office Results 

The overall goal of the DANIDA’s Environmental Support Programme (ESP) phase 3 was 
to support Climate Change and Green Growth in Indonesia. The project was initiated in 
2013 and will be finalized in 2017 with a total budget of approximately 50 million USD. 
The programme structure is shown below and the activities overview is shown in Figure 2-
15 (Oksen 2015). 

 
Figure 2-15. DANIDA ESP3 Programme structure 

 
Figure 2-16. DANIDA ESP3 Energy Activities Overview 

Based on the Denmark experience, buildings account for 40% of global consumption. 
Using existing technology consumption can be reduced with 50-80% through e.g. E-


















































































































































































	H27JCMスラバヤ報告書（第1章）
	第１章
	事業の背景と目的
	第１章
	事業の背景と目的
	1.1　スラバヤ市の概要0F
	1.2　インドネシア国政府の温室効果ガス排出削減方針
	1.3　温室効果ガス排出削減に向けたスラバヤ市の取組と課題
	1.4　スラバヤ市と北九州市の協力関係
	1.5　事業の目的と概要

	H27JCMスラバヤ報告書（第2章）
	2.1　案件形成可能性調査の目的と実施体制
	2.1.1　事業の概要（目的と対象分野）
	2.1.2　適用技術と関連法制度
	2.1.3　実施体制
	2.1.4　調査方法及びスケジュール

	2.2　案件形成可能性調査結果
	2.2.1　現地調査のまとめ
	2.2.2　温室効果ガス（特にエネルギー起源二酸化炭素）排出削減可能性
	2.2.3　MRV方法論とモニタリング体制
	2.2.4　推定事業費と費用対効果
	2.2.5　副次的（コベネフィット）効果

	2.3　JCM事業化に向けた検討
	2.3.1　事業化計画（実施体制、資金支援スキーム、事業化スケジュール等）
	2.3.2　事業化にあたっての課題
	2.3.3　今後のスケジュール


	H27JCMスラバヤ報告書（第3章）
	3.1　案件形成可能性調査の目的と実施体制
	3.1.1　事業の概要（目的と対象分野）
	3.1.2　適用技術と関連法制度
	3.1.3　実施体制
	3.1.4　調査方法・スケジュール

	3.2　案件形成可能性調査結果
	3.2.1　現地調査のまとめ
	3.2.2　温室効果ガス（特にエネルギー起源二酸化炭素）排出削減可能性
	3.2.3　MRV方法論
	3.2.4　推定事業費と費用対効果
	3.2.5　副次的（コベネフィット）効果

	3.3　調査のまとめと事業化にあたっての課題

	H27JCMスラバヤ報告書（第4章）
	第４章
	北九州市―スラバヤ市都市間連携
	「低炭素化プロジェクト促進に向けた制度検討」
	第４章
	北九州市―スラバヤ市都市間連携
	「低炭素化プロジェクト促進に向けた制度検討」
	4.1　グリーン建築啓蒙賞（GBAA）の制度設計支援
	4.1.1　事業概要
	4.1.2　事業の背景と目的
	4.1.3　調査方法・スケジュール
	4.1.4　調査結果・成果
	4.1.5　制度化に向けた検討及びJCMとの関連性

	4.2　低炭素化プロジェクトのモデル化
	4.2.1　事業概要
	4.2.2　事業の背景と目的
	4.2.3　調整方法・スケジュール
	4.2.4　調整結果・成果
	4.2.5　JCMとの関連性

	4.3　ワークショップの開催
	4.3.1　事業概要
	4.3.2　国内自治体の所在地で開催するワークショップ
	4.3.3　現地でのワークショップ


	空白ページ
	空白ページ

